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1 地域生活支援事業の円滑な実施等について

（1）地域生活支援事業について

地域生活支援事業は、各自治体が、地域の実情や利用者の状況に応じ、柔軟な形態 

により実施する事業であり、また、交付された補助金は、各自治体の裁量で個々の事 

業に柔軟に配分することができる「統合補助金」としている。各自治体においては、 

このような特性及び平成2 7年度からの第4期障害福祉計画を踏まえ、引き続き、効 

果的・効率的に事業が展開されるようお願いするC

（2）平成2 7年度予算案について

ア 平成27年度予算案について

移動支援や意思疎通支援など障害者及び障害児の地域生活を支援する事業にっ 

いて、市町村及び都道府県において実施するための予算4 6 4億円を確保し、以下 

の事業メニューを追加する。

（参考）平成2 7年度追加する事業（案）

【市町村地域生活支援事業（任意事業）】

〇 複数市町村による意思疎通支援の共同実施促進

•意思疎通支援事業について、単独での実施が困難（ニーズの少なさ、手話通 

訳者等の確保ができない）等の理由により未実施となっている市町村等におい 

て、近隣市町村等との共同実施による効率的な事業実施の方法を検る。

〇 協議会における地域資源の開発•利用促進等の支援

• 地域の課題の解決や社会的資源の開発•活用のため、地域の理解の促進や関 

係機関のネットワークが強化される必要があることから、市町村協議会におい 

て、先進的に地域資源の開発•利用促進等に向けた取組を行う。

また、実施が低調な以下の任意事業については、平成27年度から国庫補助の対 

象外とする。今後も事業の実態等を踏まえ、事業のメニュー見直しを実施する予定 

である。

・都道府県が実施する成年後見制度法人後見支援

・障害児支援体制整備

具体的な事業内容については、参考資料として掲載している「地域生活支援事業 

実施要綱新旧対照表（案）」を参照されたい。

（資料1—1）地域生活支援事業実施要綱新旧対照表（案）
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ィ地域生活支援事業の平成2 7年度の方向性と補助金の配分方法について

地域生活支援事業の平成2 7年度の方向性としては、自治体による必須事業の着 

実な実施を支援することを重点課題とする°これを踏まえ、補助金の配分は必須事 

業の実績等を最大限配慮することとする。

（3） 特別支援事業の取扱いについて

地域生活支援事業費補助金においては、必須事業の実施が遅れている地域への支援 

や実施水準に差が見られる事業への充実を図るために、特別支援事業として優先的に 

財政支援を行っているところであり、昨年度に引き続き、同事業を活用願いたい。

特に、平成2 5年4月の障害者総合支援法施行に伴い市町村必須事業に位置づけら 

れた「理解促進研修・啓発事業」、「自発的活動支援事業」及び「成年後見制度法人 

後見支援事業」の事業立ち上げを支援しているので留意されたい。「理解促進研修• 

啓発事業」の実施にあたっては、障害別の接し方を解説したパンフレットやホームペ 

ージの作成、障害者に関するマーク（「平成26年度版障害者白書（抜粋）」参照）の 

紹介等、障害者等に対する理解を深めるため、普及•啓発を目的とした広報活動を実 

施することも検討されたい。

なお、具体的な取扱いや各自治体からの協議の進め方については、予算成立後に要 

綱等をお示しすることとしている。、

（資料1 — 2） 「平成26年度版障害者白書（抜粋）」参照

（4） 地域生活支援事業実施要綱の一部改正内容について

地域生活支援事業実施要綱については、「（2）平成2 7年度予算案について」を 

踏まえた改正を予定しており、予算が成立次第、改正内容を速やかに発出することに 

している。 .

（資料1—1）地域生活支援事業実施要綱新旧対照表（案）

（5） 地域生活支援事業の適正な実施について

ア事業者に対する指導の実施について

地域生活支援事業は、公費により実施される事業であり、適正な実施が求められ 

ているが、これまで移動支援事業、日常生活用具給付等事業、地域活動支援センタ 

一機能強化事業等において事業者の不正受給事案等が生じていた旨の報告を受け 

ている。引き続き、事業者に対し指導•点検をお願いしたい。

ィ地域生活支援事業費補助金の補助対象外事業について

地域生活支援事業費補助金の補助対象外事業については、地域生活支援事業実施 

要綱において次のように明記している。



【地域生活支援事業実施要綱（抜粋）】

6 留意事項

（4）次に掲げる事業については、補助対象となちない。

ア 地域生活支援事業のうち交付税措置により行われる事業

ィ 国が別途定める国庫負担（補助）制度により、、現に当該事業の経 

費の一部を負担し、又は補助している事業

ゥ 都道府県又は市町村が独自に個人に金銭給付（これに準ずるもの 

を含む。）を行い、又は個人負担を直接的に軽減する事業

しかしながら、一部の市町村においては、

〇 交付税措置されている地域活動支援センターの基礎的事業を「その他の事 

業」に位置付けている

〇 障害者に対するタクシー券の交付といった金銭給付を行う事業を「移動支援 

事業」や「その他の事業」に位置付けている

〇 電話の通話料金や補装具の利用者負担を助成する事業を「その他の事業」に 

位置づけている

〇 他制度で支給すべき機器等を「日常生活用具給付等事業」の対象としている 

など補助対象とならない事業を含めて交付申請等を行っている事例が過去におい 

て見受けられた。

市町村及び都道府県は、各々、補助金の交付申請等に当たり、国庫補助対象外の 

事業が含まれていないことを十分に確認していただくよう、引き続きお願いする。

ウ 障害特性に配慮したサービス提供の推進について

関係団体から、事業者との契約において契約内容を点字もしくはテープ等で提供 

するなど、障害特性に配慮した取組みを推進してほしい旨の意見が寄せられてい 

る。各自治体においては、障害特性に配慮したサービス提供の推進について事業者 

に対して周知するなどの対応をお願いしたい。

（6）地域生活支援事業における利用者負担について

平成2 2年4月から、障害福祉サービス等に係る低所得（市町村民税非課税）者の 

利用者負担が無料化されたことを踏まえ、各実施主体の判断で定めることとなってい 

る地域生活支援事業の利用者負担の取扱いについても、これまでの課長会議等におい 

ても検討をお願いしてきたところである。

各自治体においては、障害福祉サービス等の利用者負担の取扱いも踏まえ、地域生 

活支援事業に係る負担能力に応じた利用者負担について検討をお願いしたい。

特に、意思疎通支援事業や移動支援事業等については、地域生活支援事業創設以前 

の利用者負担の状況や障害福祉サービス等における利用者負担状況等を十分に踏ま
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え、引き続き、サービス利用に支障が生じないよう対応をお願いしたい。

（資料1—3 ）地域生活支援事業に係る低所得者の利用者負担の状況

（平成26年度）

（フ）必須事業未実施市町村における事業化に向けた取組みについて

地域生活支援事業は、障害者総合支援法において、市町村が必ず実施しなければな 

らない事業が定められている。この必須事業は、移動支援事業や意思疎通支援事業と 

いった障害者等の自立した日常生活又は社会生活を支える上で重要なサービスが位置 

づけられているが、平成2 5年度末時点において実施体制が整備されておらず、未だ 

実施していない市町村が見受けられる。

必須事業の実施体制が整備されていない市町村においては、利用対象者からサービ 

スを受けたい旨申し出があった際、確実にサービス提供につなげられるよう、近隣市 

町村と連携してサービス提供者の育成・確保に取り組むなど、地域で生活する障害者 

のニーズに即したサービスの確保をお願いしたい。併せて、各都道府県においては、 

管内市町村に対する支援をお願いしたい。

（8） マイナンバー（社会保障•税番号制度）について

マイナンバー法（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 

する法律（平成2 5年法律第2 7号））別表第1の第8 4号に規定するとおり、地域 

生活支援事業の実施に関する事務はマイナンバー（社会保障•税番号）を利用する事 

務に該当するため、’情報システム関係部局と連携して、平成2 8年1月（予定）の施 

行に向けた準備に遺漏なきよう留意願いたい。

http：//www. cas.go. jp/jp/seisaku/bangoseido/

（9） 移動支援事業について

ア 効果的・効率的なサービス提供について

移動支援事業は、障害者等の社会参加を促進し、地域での自立した生活を支える 

上で重要なサービスであり、実施にあたっては、事業の利用を希望する者の心身の 

状況や利用についての意向等を十分に把握した上で適切な利用時間を設定するな 

ど、サービスを真に必要とする者に適切に提供されるようお願いしたい。

また、サービスの担い手であるガイドヘルパーの確保やその資質向上の取組みにつ 

いても配慮願いたい。

更に、複数の障害者等について、同一の目的地への移動を同時に支援することが 

適当と認められる場合には、グループ支援型によるサービス提供も考えられるの 

で、適宜、活用を図られたい。



（資料!—4 ）移動支援の実施状況【都道府県別】

イ視覚障害者移動支援従事者資質向上研修事業について

視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修事業については、視覚障害者の移動 

の支援に従事するガイドヘルパーの資質の向上を図ることを目的として、社会福祉 

法人日本盲人会連合の事業として実施されている。この研修の修了者は、視覚障害 

者の移動支援に従事するガイドヘルパーの資質の向上を図る指導者となることが 

想定されているので、同行援護従事者養成研修等の講師としての活用についても検 

討されたい。

（9）意思疎通支援の強化等について

ア意思疎通支援事業について

意思疎通支援事業については、地域生活支援事業の必須事業として、手話通訳者、 

要約筆記者等を派遣する事業を実施しているが、実施率の向上を図るため、平成2 7 

年度予算案において意思疎通支援事業として「複数市町村等による意思疎通支援の共 

同実施促進」を追加したところである。’小規模自治体であるため単独で事業の立ち上 

げが困難等の事由で未実施となっている自治体においては積極的にご活用いただき事 

業実施に努めていただきたい。

意思疎通支援を行う者の派遣事業については、都道府県等にお示ししている「地域 

生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派遣等について」（平成2 5年3月2 

7日障企自発0327第1号厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興 

室長通知）を参考に、各自治体において適切に実施していただきたい。

また、意思疎通支援を強化するために、意思疎通支援を行う者の派遣、養成及び設 

置において充実を図った場合等には、地域生活支援事業の特別支援事業である「意思 

疎通支援従事者ステップアップ研修事業」、「意思疎通支援従事者養成研修促進事業」 

及び「意思疎通支援充実強化事業」において、優先的に支援することとしている。ま 

た、平成24年度から社会福祉法人全国手話研修センターにおける手話通訳者•手話 

通訳士の資質向上のための現任研修を全国8ブロックで実施できる体制を整えたとこ 

ろであり、各都道府県等には積極的に受講者を派遣するなどの配慮をお願いしてきた 

ところである。

今後、特別支援事業の具体的な取扱いについては、別途お示しすることとするが、 

社会福祉法人全国手話研修センターにおける現任研修については、平成2 7年度も引 

き続き実施するので、各都道府県等には積極的に受講者を派遣するなどの配慮をお願 

いしたい。

（資料1一 5 ）意思疎通支援の実施体制整備状況【都道府県別】

ィ 意思疎通支援を行う者の派遣及び養成等における留意事項



事業実施にあたっては、次に掲げる事項について御留意願いたい。

〇 視聴覚障害者情報提供施設などの関係機関や団体への委託、近隣市町村との共同実 

施などの方法により、効率的な事業の実施に努めること。

〇 派遣対象について、利用者の意向に配慮されたいこと。

〇 視覚に障害のある方々の意思疎通を図る方法については、点訳や音声訳、読み書き 

を支援するための代読や代筆などの方法があるので、それぞれのニーズを的確に把握 

し、円滑な事業の実施に努めること。

〇また、意思疎通を図ることに支障がある、あらゆる障害者に対する支援が可能であ 

るため、知的障害、失語症、高次脳機能障害、重度の身体障害者など意思疎通が困難 

な者に対する支援についても意思疎通支援事業で実施可能であり、事業実施について 

配慮されたいこと。

（資料1—6）四日市市失語症会話パートナー派遣事業について

（資料1—7）我孫子市失語症会話パートナー派遣事業について

〇 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣については、大都市等の特例に 

より、指定都市及び中核市においても必須事業となっていること。

具体的には、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修、 

盲ろう者向け通訳・介助員の派遣について必須事業として行うこと。

〇 また、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催へ向けた国際手話通訳 

者の養成についても「専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業」において 

実施することが可能となっているのでヾご留意願いたい。

〇 「音声コード普及のための研修」については、障害者総合支援法における市町村地 

域生活支援事業の必須事業である「理解促進研修・啓発事業」を活用する等音声コー 

ドの普及を促進していただきたい。 「

ウ 要約筆記者の養成及び派遣について

要約筆記者派遣事業については、奉仕員養成事業において「要約筆記奉仕員」とし 

.て登録された者を派遣することとしていたが、平成2 3年度から新たに要約筆記者養 

成カリキュラムを策定し、多様なニーズに対応できる「要約筆記者」を養成、派遣す 

ることとなったところである。

なお、平成2 5年度からは、要約筆記者を派遣する事業については、原則として要 

約筆記者を派遣することにしているが、要約筆記者と同等と認められる要約筆記奉仕 

員（市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」 

として登録された者）も当面、派遣することができることとしている。（手話通訳者 

の派遣についても、同様の取扱いとしている。）

また、平成2 7年度予算案においても引き続き社会福祉法人聴力障害者情報文化セ 

ンターに要約筆記者指導者の養成研修事業を委託することとしているので、特に未参 

加または参加の少ない都道府県等におかれては、積極的に受講者を派遣していただく 



とともに、その研修修了者については、各都道府県等における養成研修事業の指導者 

として、積極的に活用していただきたい。

（資料1—8 ）要約筆記者指導員養成研修事業の参加状況

平成2 6年8月に全国要約筆記問題研究会が策定した「要約筆!■己者の倫理綱領」に 

ついて、要約筆記に携わる者の参考とされたい。なお、当該倫理綱領を研修会等にて 

利用する際には、全国要約筆記問題研究会へ確認されたレ、。

（資料1—9 ）要約筆記者の倫理綱領

（参考）全国要約筆記問題研究会H P （http: //zenyouken. jp/rinri/）

（10）日常生活用具給付等事業について

ア日常生活用具給付等事業の適正な実施等について

日常生活用具給付等事業については、各市町村の積極的な取組により、平成 

25年度実績はほぼ100%の実施率に達している。

本事業については、例えば、視覚障害者用図書として、「点字図書」のほか、「大 

活字図書」や「DAISY図書」の給付を行うなど利用者の状況等に応じて柔軟に事業 

を実施できる仕組みとなっているので、各市町村においては、今後とも地域の障害 

者の実情やニーズ等を十分に踏まえた上で、必要な用具の給付等が適切に行われる 

よう配慮願いたい。

また、本事業については、事業費が年々増加傾向にあることから、今後も安定し 

た事業運営を行うため、各市町村において、事業実施の効率化が図られる必要があ 

る。

このため、各市町村においては、過去に国が定めた基準額や実施方法等にとらわ 

れることなく、例えば、ストーマ装具の購入価格につき複数事業者による競争の上、 

指定事業者を決定するなど、より効率的な事業の実施に努められたい。

また、ストーマ装具、紙おむつなど継続的に支給する種目については、適宜、そ 

の使用実績と納品状況の調査を行うこと等により実態に即した支給となるよう、留 

意されたい。 -

ィ日常生活用具給付等事業の耐用年数の取扱い

日常生活用具の耐用年数については、各自治体の判断により決めていただいて 

いるところであるが、耐用年数を経過する前に、修理不能により用具の使用が困 

難となった場合等には、耐用年数にかかわらず、柔軟に日常生活用具の給付等を 

行っていただきたい。・

ウ 難病患者等における日常生活用具給付等事業の取扱い

平成25年4月から障害者総合支援法に定める障害者及び障害児の対象に難病等 



が加わり、難病患者等についても日常生活用具給付等事業の支給対象となっている。 

各市町村におかれては、身体障害者手帳の有無にかかわらず、障害者総合支援法 

に基づき、必要と認められる難病患者等に日常生活用具の支給を行う必要があるが、 

支給の相談並びに申請が行われた場合には、窓口において丁寧な対応を行っていた 

だくようお願いする。

なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令のー 

部を改正する政令」（平成26年政令第408号）等の施行により、平成27年1月1日 

から、障害者総合支援法の対象となる難病等が従前の130疾病から151疾病に拡大 

したところであるので、留意されたい。

（資料1—10）平成27年1月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧（151疾病）

（11）地域活動支援センターについて

ア 地域活動支援センターの安定的な運営の確保について

地域活動支援センターは、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流 

の促進等の便宜を供与する施設として、障害者の地域における自立した生活を支え 

る上で重要であることから、地域生活支援事業の必須事業に位置づけられている。 

地域活動支援センターの基礎的事業は、市町村の一般財源により実施するものであ 

り、地方交付税制度により、一定の財源が保障されている。

このため、各市町村においては、少なくとも従前の小規模作業所の補助水準を確保 

するなど、安定した事業運営が図られるよう配慮をお願いしたい。

（参考）地域活動支援センター運営費の一般財源化

地方交付税（普通交付税）の額を決定する際の基準財政需要額の中に地域 

活動支援センター及び小規模作業所に対する運営費部分が含まれており、平 

成18年度以降は、引き続き適正な補助水準が確保されるよう、都道府県に 

措置されていた部分が市町村に集約されている。

（資料1—11）地域活動支援センター基礎的事業の実施状況【都道府県別】

ィ 地域活動支援センター機能強化事業の適正な実施について

地域活動支援センター機能強化事業は、地域活動支援センターへの専門職員の配 

置等その機能の充実強化を図るため、基礎的事業に加え実施する事業であり、充実 

強化を図る部分について地域生活支援事業費補助金の補助対象としている。

しかしながら、国庫補助対象経費の実支出額の算定に当たり、基礎的事業に係る 

経費を機能強化事業に含めて計上している事例が過去に会計検査院の実地検査に 

おいて指摘されている。

各市町村においては、平成21年12月15日付事務連絡「地域活動支援センタ 



一機能強化事業の見直しの基本的な考え方」も参考にしながら、適正な実施を引き 

続きお願いしたい。

また、機能強化事業の事業内容や事業費の設定に当たっては、地域生活支援事業 

実施要綱において定めている機能強化事業の事業例（I型、n型、!n型）や過去の 

全国会議資料で例示されている機能強化事業の補助額にとらわれることなく、地域 

の実情や利用者のニーズを踏まえて、適切に、事業内容及び事業費を設定されるよ 

うお願いしたい。

（資料!-12）地域活動支援センター機能強化事業の見直しの基本的な考え方 

（平成21年12月15日事務連絡）

2 障害者の社会参加の促進について

障害者の社会参加を促進することは、共生社会の実現のために重要であることから 

様々な支援を行っており、このうち、情報・意思疎通支援、芸術、身体障害者補助犬、 

補装具、障害者の支援機器に関して次のとおり促進することとしている。

（1）情報・コミュニケーション支援について

ア 視聴覚障害者への情報提供体制について

視聴覚障害者に対する情報・コミュニケーション支援については、障害者基本法第

2 2条（情報の利用におけるバリアフリー化等）において、「国及び地方公共団体は、 

障害者等が円滑に情報を取得.利用し、意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図 

ることができるようにするため、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者 

の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等の必要な施策を講じなければならない」、

「災害等の場合に安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必 

、要な施策を講ずるものとする」と規定されたように、より一層の充実が求められてい 

る。

こうした中、視聴覚障害者情報提供施設については、東日本大震災直後から被災地 

へ手話通訳者等の派遣や、全国の視覚障害や聴覚障害の団体で構成する現地支援本部 

の活動支援など、視聴覚障害者に対する情報・コミュニケーション支援の地域におけ 

る拠点としての機能を果たしたところである。

今後も災害時における被災者の安否確認や避難所における情報支援などの役割を 

担うなど、その積極的な活用が期待されている。

しかしながら、平成2 4年度までの「重点施策実施5ヶ年計画」において全県設置 

を目指してきた聴覚障害者情報提供施設は、平成2 6年4月末現在、全国で4 7施設 

（指定都市を含む）の設置にとどまっている。新たに策定した平成2 5年度から平成

2 9年度までの「第3次障害者基本計画」においても、計画終了年度までに全都道府 

県に設置することを成果目標として掲げていることから、引き続き、未設置の自治体 

に置かれては、設置についての検討をお願いする。



（資料2-1）聴覚障害者情報提供施設設置状況

点字図書館及び聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用については、身体障害 

者保護費国庫負担金交付要綱に示す基準額により算定することとなっている。

また、国際障害者交流センターにおいて「災害時視聴覚障害者支援リーダー養成研 

修事業」の研修修了者を活用して、地域における実践的救援訓練を実施した場合、そ 

の費用について「施設機能強化推進費」の「総合防災対策強化事業」の対象としてい 

るため活用いただきたい。（平成2 5年5月2 〇日付事務連絡 「災害時視聴覚障害 

者リーダー養成研修事業」の研修終了者を活用した地域における実践的救援訓練につ 

いて）

また、身体障害者保護費国庫負担金については、平成2 2年度の決算検査報告によ 

り、対象外経費への不適切な支出が認められているため、各自治体においては、引き 

続き、適正な事務処理に努めていただきたい。

（資料2-2 身体障害者保護費負担（補助）金交付要綱（案） 新旧対照表）

平成21年度補正予算の「視聴覚障害者情報提供設備基盤整備事業」により、社会 

福祉法人日本点字図書館を中心として運営していた「ないーぶネット」（点字データ 

及び点字・録音図書の目録のオンライン利用システム）と「びぶりおネット」（点字 

・録音図書ネットワーク配信システム）を視覚障害者情報総合システム「サピエ」と 

して統合整備し、より身近に点字・録音図書情報等の提供が行えるようにした（平成 

2 2年4月から運用開始）。また、全国の「聴覚障害者情報提供施設」に、デジタル 

方式の字幕入り映像製作機器を整備し、地域の聴覚障害者への映像情報等の提供を推 

進したところである。視聴覚障害者への情報保障の充実を図る観点から、引き続き視 

聴覚障害者情報提供施設に整備した機能の有効活用をお願いしたい。

（資料2-3）視覚障害者情報総合システム「サピエ」の概要

ィ手話通訳者等の人材養成について

都道府県や市町村において開催される手話通訳者・手話奉仕員養成研修の講師養成 

及び手話通訳士•者の技術向上を図る現任研修については、社会福祉法人全国手話研 

修センターに委託し実施しているところである。

これらの研修については、平成2 4年度から、講師養成研修（手話通訳者・手話奉・ 

仕員養成研修の講師養成）については、全国規模で開催し、また、現任研修（手話通 

訳士 ・者の技術向上を図る現任研修）については、開催地を京都市（社会福祉法人全 

・国手話研修センター）以外にも拡充し、全国規模で開催しているが、引き続き全国規 

模での実施を予定しているので、積極的に受講者を派遣されるようお願いしたい。

また、平成2 5年度から手話奉仕員養成研修事業が市町村地域生活支援事業の必須 

事業となっており、社会福祉法人全国手話研修センターに委託し、手話通訳者・手話 



奉仕員養成担当講師リーダー養成研修事業を実施しているので、積極的に受講者を派 

遣していただくようお願いしたい。

なお、現在、関係団体等からなる検討会において、手話通訳指導者の養成に係る力 

リキュラムを作成中であり、その具体的な内容については、今後各都道府県等にお示 

しすることとしている。このカリキュラムを参考に各自治体においても手話通訳指導 

者の養成が実施されることを期待しているところである。

ウ障害者の情報通信技術の利用機会拡大について

情報通信における情報アクセシビリティの向上については、障害者基本計画におい 

て、I Tの活用により積極的に推進することとされている。

各都道府県においても、障害者のI Tの利用・活用の機会拡大を図り、障害者の社 

会参加を一層推進するため、地域生活支援事業等を活用し地域におけるI T支援の総 

合サービス拠点となる障害者ITサポートセンターの設置•運営や、パソコンボラン 

ティア養成・派遣等を積極的に実施していただくようお願いしたい。

（2）災害時における視聴覚障害者支援について

地震や大雨などの災害発生時においては、自ら避難することが困難な状況にある障 

害者に配慮した支援策が実施されることが重要である。

こうした避難行動要支援者の避難対策については、「避難行動要支援者の避難行動 

支援に関する取組指針（平成25年8月内閣府（防災担当））」をもとに、災害関係部 

局や障害関係団体との連携強化を図り、障害特性や地域特性に応じた具体的な対応策 

を講じていただくようお願いしたい。

特に、視聴覚障害者については、その障害特性から情報取得やコミュニケーション 

支援が著しく困難となることから、①避難準備情報等については、障害関係団体等と 

連携した伝達体制を整備するとともに、多様な手段（専用通信やインターネットなど） 

の活用による通信の確保への配慮を、②避難所等においては、ボランティアによる支 

援やホワイトボード等の機材を使用した効果的な支援について配慮をお願いしたい。

（資料2 — 4 ）

さらに、被災した障害者支援を行った関係団体によると、被災した視聴覚障害者の 

中には、補装具や日常生活用具をはじめとする障害福祉施策に関する情報を持たない 

者も多くいたと報告されていることから、日頃より福祉制度に関する情報提供や周知 

を行うよう配慮をお願いしたい。

また、避難所・福祉避難所及び避難経路の周知等については、地域生活支援事業の 

「点字•声の広報等発行事業」の活用が可能であるとともに、避難訓練等の災害対策 

活動を実施する場合には同事業の「自発的活動支援事業」の活用も可能としており、 

管内市町村にも積極的な活用の周知をお願いするとともに、内閣府（防災担当）にお 

いても災害予防の事業があり、活用が可能であるので周知願いたい。

（資料2-5）平成2 7年度内閣府防災部門予算案
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（http：/'/www. bousai. go. jp/taisaku/yosmii/inclex. html）

なお、福祉避難所の設置・活用の促進のため、「福祉避難所設置•運営に関するガ 

イ トフィン」（日本赤十字社 HP : h tt p：//www. jrc. or. jp/ac tivity / saigai/docume nt/） 

をお示ししているところであるので参照されたい。

（3）盲ろう者向け福祉施策について

ア 盲ろう者向け通訳•介助員派遣事業等の推進について

視覚及び聴覚に障害を併せ持つ盲ろう者に対して、通訳•介助員の派遣を行う「盲 

ろう者向け通訳・介助員派遣事業」については、平成2 5年4月から都道府県地域生 

活支援事業の必須事業となっているところであるが、引き続き、全都道府県で実施し 

ていただくとともに、指定都市及び中核市においても速やかに実施するよう留意して 

いただきたい。なお、指定者E市及び中核市において盲ろう者向け通訳•介助員派遣事 

業が実施されるまでの間、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣が受けられなくなること 

がないよう都道府県と連携するようご留意いただきたい。

.（資料2-6）盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の実施状況について .

平成2 3年1〇月1日から重度の視覚障害者（児）に対し、外出時に同行し、移動に 

必要な情報の提供や移動の援護等を行うサービスである「同行援護」が施行されたが、 

ご承知のとおり、盲ろう者に対するコミュニケーション支援は、触手話や指点字など 

視覚障害者（児）への支援方法とは異なるものであることから、多くの盲ろう者に対す 

る支援は、都道府県地域生活支援事業の必須事業である「盲ろう者向け通訳•介助員 

派遣事業」において、利用者に対する適切なアセスメントにより、引き続き実施する 

必要があるので、今後とも本事業の推進が図られるようお願いしたい。］

また、「盲ろう者向け通訳•介助員養成研修事業」についても、平成2 5年度から 

都道府県地域生活支援事業の必須事業」となっているところであり、全都道府県におい 

て実施していただくとともに、指定都市及び中核市においても実施するよう留意して 

いただきたい。養成研修事業の指導者の養成については、国立障害者リハビリテーシ 

ヨンセンターが実施する「盲ろう者向け通訳•介助員養成研修会」や社会福祉法人全 

国盲ろう者協会に委託して実施している「盲ろう者向け通訳•介助員養成のためのモ 

デル研修会」の活用が可能であるので、積極的に受講者を派遣していただきたい。

なお、「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」においては、「盲ろう者向け通 

訳・介助員の養成カリキュラム等について（平成2 5年3月2 5日障企自発0325第1 

号厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知）しをお示し 

しており、このカリキュラムを参考に養成研修の実施に努めていただきたい。

ィ 盲ろう者向け生活訓練等事業の実施等について

平成2 2年度及び平成2 3年度において、盲ろう者の障害特性に対応した生活訓練 



等の確立を図るため、国立障害者リハビリテーションセンター內にて、宿泊型生活訓 

練が可能な機関及び関係団体が協同して宿泊型のモデル事業を実施し、，盲ろう者のた 

めの支援マニュアルが作成されたところである。

平成2 4年度以降は、社会福祉法人全国盲ろう者協会に委託して、そのマニュアル 

を用いて、盲ろう者に対してコミュニケーション、家事、歩行、パソコン操作等の生 

活訓練のモデル事業や、上記のモデル事業の対象者のフォローアップ調査を実施して 

いるところである。

また、社会福祉法人全国盲ろう者協会において、平成2 7年度から「盲ろう者向け 

パソコン指導者養成研修事業」、「コミュニケーション訓練個別訪問指導事業」等を 

実施することとしているので御了知いただきたい。

（4）文化芸術活動等の振興について

ア 障害者芸術・文化祭について

障害者芸術・文化祭については、平成28年度から国民文化祭の開催都道府県を 

開催地として実施することを原則としている。このため、開催地となった都道府県 

においては、国民体育大会と全国障害者スポーツ大会のように、国民文化祭と障害 

者芸術・文化祭の相互の連携を図ることにより、国民の障害者への理解をより一層 

促進するよう努められたい。

なお、平成27年度以降の障害者芸術・文化祭の開催地については、次のとおり決 

定しているので、管内市町村、関係団体等へ周知いただくとともに、平成30年以降 

の開催について、文化施策担当課とも緊密に連携の上、積極的な検討をお願いした 

い。

第15回（平成27年度）開催地 

第16回（平成28年度）開催地 

第17回（平成29年度）開催地

鹿児島県（予定） 

愛知県（予定） 

奈良県（予定）

ィ障害者文化芸術活動支援モデル事業の実施について

平成25年に開催した「障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会」に 

おける中間取りまとめを受け、平成26年度から3年間を目処に、芸術活動を行う 

障害者やその家族、福祉事業所等で障害者の芸術活動の支援を行う者を支援する 

拠点に関するモデル事業を実施し、その成果を今後のさらなる障害者の芸術活動 

支援の推進につなげていくこととしている。

本モデル事業については、都道府県の側面的支援を受けつつ実施することが円 

滑な実施に効果的であることから、各都道府県から推薦された団体の中から実施 

団体を選定することにしており、平成26年度は5団体を実施主体として採択した 

ところである。
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平成27年度については、今年度の成果も踏まえつつ、より多くの障害者の芸術 

活動支援の取組のノウノ、ウを蓄積し、本モデル事業の更なる成果の充実を図る観 

点から、7団体程度の採択を予定しているので、了知されたい。 ，

なお、平成26年度のモデル事業実施団体の取組の状況については、モデル事業 

連携事務局が運営するホームページ(「障害者の芸術活動支援モデル事業［厚生労 

働省］)において公表しており、また、その成果等についても、今後、厚生労働省 

ホームページ等で公表することを予定している〇

(資料2-7) 障害者の芸術活動支援モデル事業の概要

(参考)平成27年度の公募(案)

1. 実施主体:社会福祉法人その他の法人格をもつ団体

2. 対象分野:障害者の芸術活動のうち、絵画、陶芸などの作品を作る美術分

野

3 .対象事業:

(1) 障害者芸術活動支援センターの設置(必須事業)

(2) 協力委員会の設置(必須事業)

(3 )調査・発掘、評価・発信(任意事業)

(4)モデル事業連携事務局の設置(任意事業)

4 .補助基準額:

(1) 3.の(1)及び(2)の事業を実施する場合 !1,000千円以内

(2) (1)に加えて3. 0(3)の事業を実施する場合!5, 000千円以内

(3) (2)に加えて3.の(4)の事業を実施する場合 23, 000千円以内

5 .補助率:定額(対象経費の10/10)

6.採択団体予定数:7団体程度

ゥ 文化芸術活動及びレクリエーション活動等の推進について

文化芸術活動やレクリエーション活動等を通じて、障害者同士の交流や余暇 

の充実等を図る観点から、障害者の作品展やレクリエーション教室の開催、障 

害者がスポーツに親しむ機会の提供等に関する支援について、地域生活支援事 

業の対象としているので、都道府県及び市町村においては、積極的に活用され 

たい。

(5) 「国際障害者交流センター」の活用について

「国連•障害者の十年」の記念施設である「国際障害者交流センター(愛称:ビッ 

グ•アイ)」は、障害者の国際交流、重度・重複障害者を含む全ての障害者の交流、 

障害者の芸術・文化の発信などの機能を発揮し、障害者の社会参加を促進することを 
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目的として設置されたものであり、障害者の芸術•文化及び国際交流活動の充実・振 

興を図る各種イベントを開催するほか、障害者はもとより障害のない者も利用可能な 

多目的ホールや会議室、宿泊室を備えた施設である。

各都道府県においては、積極的な施設利用及び主催事業の関係機関への周知•案内 

について、引き続きご協力をお願いしたい。

（資料2-8）国際障害者交流センター（ビッグアイ）の案内、行事

（詳細については、センターHP rhttp"//www. big-i. jp/jを参照〇 ）

併せて、災害時に障害者への支援をサポートするボランティアリーダーを養成する 

「災害時要援護者支援ボランティアリーダー養成研修事業」、東日本大震災での課題 

を踏まえ、災害時における視覚•聴覚障害者の障害特性に応じた避難方法や支援方法 

等の対応方法を熟知し、災害時に地域において中心となって活動できるリーダー的人 

材を養成する「災害時視聴覚障がい者支援リーダー養成研修事業」を実施するので、 

関係機関への周知をお願いしたい。

（6）行政機関における視聴覚障害者等への配慮について

行政機関における障害者への配慮については、福祉分野のみならず様々な分野にお 

いて対応いただいているところであるが、平成2 8年4月に施行する「障害を理由と 

する差別の解消の推進に関する法律（平成2 5年法律第6 5号）」の動向を踏まえ、 

障害を理解し障害特性に応じた適切な対応が可能となるよう、新任研修などの機会を 

活用して、積極的な職員教育等の実施をお願いしたい。 〕

視聴覚障害者については、窓口での対応や行政情報の提供の際に、点字や音声、手 

話等を用いる必要があるため、情報支援機器の整備や手話通訳者の設置等により、引 

き続き円滑な対応に努められるようお願いしたい。

特に、手話については、障害者基本法の一部を改正する法律（平成2 3年法律第9 

〇号）が平成2 3年8月5日に公布•施行され、第3条において「全て障害者は、可 

能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機 

会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の 

拡大が図られること。」とされ、手話が言語として位置付けられたことから、手話通 

訳者の設置などについて一層の配慮をお願いしたい。

また、地域住民全般に対し広く周知する必要がある内容については、相談窓口等の 

受付や対応が可能となるよう、東日本大震災の例も教訓として、以下の点について徹 

底した取組みをお願いしたい。

① 視覚障害者については、相談に関する連絡先（電話番号等）の周知

② 聴覚障害者等については、電話による相談ができない方もいることか

ら、電話番号以外にFAX番号又はメールアドレスの周知
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［参考］］内閣府HP

〇「身につけよう心の身だしなみ」

http：//www8. cao. go. jp/shougai/kou-kei/midasi. html 

〇「共生社会をみんなで作るために」（絵で見る心の身だしなみ）

http://www8. cao. go. jp/shougai/kou-kei/shukan/kyousei. html 

〇「公共サービス窓口における配慮マニュアルー障害のある方に対する心の身 

だしなみ一」

http：//www8. cao. go. jp/shougai/manual.html 

［参考2］国土交通省HP

〇「知的障害、発達障害、精神障害のある方とのコミュニケーションハンドブ 

ック」

http：//www. mlit. go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000005 

.html

（7）手話通訳技能認定試験について

手話通訳を行う者の知識及び技能の審査•証明を行う「手話通訳技能認定試験」に 

ついては、第2 6回試験（平成2 6年度）の合格発表が平成2 7年1月3 0日（金） 

に行われたところである。（資料2-9）

第2 7回試験（平成2 7年度）についても、全国3会場において、学科試験と実技 

試験を2日間の日程で実施する予定としており、各都道府県等においては、関係機関、 

団体への周知をお願いしたい。

第2 7回手話通訳技能認定試験

学科試験 平成2 7年10月3日（±）〔会場:東京、大阪、熊本〕

実技試験 平成27年10月4日（日）〔会場:東京、大阪、熊本〕

（8）身体障害者補助犬法について

身体障害者補助犬法については、補助犬の同伴を受け入れる義務がある不特定かっ 

多数の人が利用する民間施設等において、受け入れが拒否される事例があるなど、未 

だ補助犬に関する社会的認識の定着が不十分な状況が見受けられるところである。

身体障害者補助犬が使用者とともに円滑に地域社会に受け入れられるためには 、 

使用者と受け入れ側、相互の理解を深めることが重要であることから、厚生労働省 

ではこれまでも「身体障害者補助犬法」の趣旨に沿って、ポスター ・リーフレット 

•等を作成し、地方自治体や関係団体等を通じて配布するなど身体障害者補助犬法の 

理解の促進に取り組んできたところである。



各都道府県、指定都市、中核市におかれては、管内市区町村、補助犬訓練事業者 

及び補助犬使用者など関係機関・関係者とも連携を図りつつ、身体障害者補助犬法 

の更なる周知に努めていただくとともに、都道府県におかれては、地域生活支援事 

業による育成の実施促進についてお願いする。

なお、広報啓発活動において、既に送付した厚生労働省作成のリーフレット等の 

追加が必要な場合には追加送付するので、下記連絡先までご連絡いただきたい。

（連絡先）厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課自立支援振興室社会参加支援係

TEL : 03-5253-1111（内線 3073, 3006）

［参考］厚生労働省HP

http：//www. mhlw. go. jp/bunya/shougaihoken/hojoken/index, html

（資料2 -10）身体障害者補助犬法の普及啓発について

（9）補装具について

ア 難病患者等に対する補装具の取扱いについて

平成25年4月から障害者総合支援法に定める障害者及び障害児の対象に難病等 

が加わり、難病患者等についても補装具費の支給対象となっている。

各市町村におかれては、身体障害者手帳の有無にかかわらず、障害者総合支援法 

に基づく補装具として必要と認められる難病患者等に対し、補装具費の支給を行 

う必要があるが、支給の相談並びに申請が行われた場合には、身体の状況や生活 

環境を考慮するなど申請者の窓口において丁寧な対応を行っていただくようお願 

いする。

なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 

の一部を改正する政令」（平成26年政令第408号）等の施行により、平成27年 

1月1日から、障害者総合支援法の対象となる難病等が従前の130疾病から151 

疾病に拡大したところであるので、留意されたい。

ィ補装具費の基準額の改定について

補装具費の基準額については、障害福祉サービスの報酬改定の時期に合わせ、 

•概ね3年を目途として、補装具の実態調査の結果等に基づき改定することとして 

いる。

平成2 7年度の改定については、補装具の実態調査を行った結果等を踏まえ、 

基準額の改定を行うとともに用語の整備を行うことを予定している。

当該改定内容を盛り込んだ「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算 

定等に関する基準」（平成18年厚生労働省告示第528号）の一部改正に関しては、 

3月14日を期限としてパブリックコメントを実施したところであり、今後、補装 
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具給付事務を適正に実施するための技術的助言やQ &A等と併せて、できるだけ 

早期に告示する予定であるので留意されたい。

ゥ 介護保険との適用関係について

補装具費と介護保険制度との適用関係については、車椅子など補装具と同様の品 

目は介護保険サービスによる保険給付を優先して受けることが基本となるが、標準 

的な既製品ではなく、身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者に 

ついては補装具費を支給して差し支えないこととしている（平成19年3月厚生労 

働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知「障害者の日常 

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保 

険制度との適用関係等について」参照）。このため、各市町村におかれては、障害 

者の年齢によって一律に介護保険給付を優先適用させることなく、障害者の個別の 

状況を考慮した上で適切に判断するようお願いしたい。

工耐用年数の取扱いについて

耐用年数は、あくまで通常の装着状態等における修理不能となるまでの予想年数 

を示したものでありヽ補装具費の支給を受けた障害者の身体状況や使用状況によっ 

て実耐用年数が異なるものと考えられる。このため、再支給や修理の際には告示に 

掲げる耐用年数を一律機会的に適用することなく、個々の障害者の実情に沿った対 

応が行われるよう十分に配意願いたい。

（10）支援機器等について

ア障害者自立支援機器等開発促進事業について

障害者の自立や社会参加を支援するためには、自立支援機器の開発（実用的製品 

化）や技術開発を促進することが重要である。

このため、実用的製品化に要する費用の一部を助成すること等により、新たな企 

業の参入を促し、各企業が適切な価格で障害者が使いやすい機器を製品化し、普及 

を図ることを促進しているところである。

近年、EM I型環境制御装置などブレイン•マシン•インターフェイス（EMI） 

技術を用いた支援機器の研究に一定の進拔が見られることを踏まえ、脳科学の成果 

を応用した支援機器の開発についても支援を行うことを予定しているので、障害者 

の自立支援機器開発分野への新たな企業の参入を促進する観点から、産業振興関係 

部局、管内市区町村、関係団体及び福祉機器開発関連企業等への周知に特段の配慮 

をお願いする。
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（参考）平成27年度の公募対象分野（案）

1 肢体障害者の日常生活支援機器

2 視覚障害者の日常生活支援機器

3 聴覚障害者の日常生活支援機器

4 盲ろう者の日常生活支援機器

5 難病患者等の日常生活支援機器

6 障害者のコミュニケーションを支援する機器

7 障害者のレクリエーション活動を支援する機器

8 障害児の生活を豊かにするための支援機器

9 脳科学の成果を応用した支援機器

10 その他 ,

（資料2-11）障害者自立支援機器等開発促進事業の概要

イ シーズ・ニーズマッチングの強化について

上記事業により開発を行う企業に対する直接的な支援を進めてきたところでね

,るが、開発が充分に進んでいない、開発された機器が障害者のニーズを的確に捉え 
・たものとなっていないという課題がある。

このため、平成26年度からは産•学・障害者•福祉専門職等の知識•技術を結集 

し、個別具体的な障害者のニーズを的確に反映した機器開発をスタートさせる機会 

を設ける事業（シーズ•ニーズマッチング強化事業）を追加し、「障害者自立支援 

機器等開発促進事業」と組み合わせて、障害者が使いやすい機器の更なる製品化・ 

普及を図っているところである。

平成26年度は、全国厚生労働関係部局長会議でお知らせしたとおり、公益財団法 

人テクノエイド協会を実施主体として、以下のとおり「シーズ・ニーズマッチング 

交流会」を開催しているので、各都道府県、中核市、指定都市におかれては、産業 

振興担当等関係部局の担当職員とともに積極的な参加をお願いする。

なお、平成27年度の公募については、今後、厚生労働省ホームページにおいて実 

施を予定してレゝるので留意されたい。

◊開催日時:平成27年3月6日（金）〜7日（土）10時〜16時

◊場 所:TOC有明（東京都江東区有明3 丁目5番7’号）

http：//www. toc-ariake. jp/conv. html

◊企 画:支援機器の展示・体験•交流、基調講演、公開シンポジウム他 

※ 詳細は公益財団法人テクノエイド協会ホームページを参照のこと 

http：//www. techno-aids. or. jp/

（資料2-12）障害者自立支援機器「シーズ・ニーズマッチング交流会」の概要
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ウ 福祉用具ニーズ情報収集■提供システムについて

障害当事者や介護者等から、補装具を含む福祉用具に対するご意見やご要望、困 

りごとなどの声を収集し、それをメーカーなどへ迅速に届けることにより、障害者 

"福祉の現場において真に必要とされる福祉用具の研究開発につなげるためのシステ 

ムについて、(公財)テクノエイド協会が構築し、平成22年2月から運用しているの 

でご活用いただくとともに、引き続き関係団体や関係機関等へ周知し、その利用の 

促進をお願いしたい。

(参考 URL: http: //www. techno-needs. net/)
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I
2
3 

I

『地域生活支援事業の実施について」 新旧対照表 ※平成27年3月6日現衽の案であり、変更することがある。

（下線部が改正部分）

改正 現行

別紙1 別紙1

地域生活支援事業実施要綱 地域生活支援事業実施要綱

1〜6 （同右） 1〜6 （略）

（別記1） （別記1）

理解促進研修・啓発事業 理解促進研修■啓発事業

1〜5 （同右） 1〜5 （略）

（別記2） （別記2）

自発的活動支援事業 自発的活動支援事業

1〜5 （同右） 1〜5 （略）

（別記3） （別記3）

相談支援事業 相談支援事業

1 侗右） 1（略）

2 事業内容 2 事業内容

（1） 基幹相談支援センター等機能強化事業 （1） 基幹相談支援センター等機能強化事業

1



改正

ア （同右）

イ （ア） （同右）

（イ）地域の相談支援体制の強化の取組

・地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言 

・地域の相談支援事業者の人材育成の支援（研修会の企画・運営、 

日常的な事例検討会の開催、サービス等利用計画の点検•評価等）

•地域の相談機関（相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害 

者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育•就労等に 

関する各種の相談機関等）との連携強化の取組（連携会議の開催等）

・学校や企業等に赴き、各種情報の収集・提供や事前相談・助言 

（ウ） 侗右）

ウ （同右）

(2) 侗右）

【別添1】 障害者相談支援事業

1〜5 侗右）

【別添2】 基幹相談支援センター

1〜3 （同右）

4(1) （同右）

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組

■ 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言

- 地域の相談支援事業者の人材育成の支援（研修会の企画・運営、日常

現行

ア （略）

イ （ア） （略）

（イ）地域の相談支援体制の強化の取組

・地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言 

・地域の相談支援事業者の人材育成の支援（研修会の企画・運営、 

日常的な事例検討会の開催等）

・地域の相談機関（相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害 

者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健•医療、教育•就労等に 

関する各種の相談機関等）との連携強化の取組（連携会議の開催等）

・学校や企業等に赴き、各種情報の収集■提供や事前相談"助言 

（ウ）（略）

ウ （略）

(2) （略）

【別添1】 障害者相談支援事業

1〜5 （略）

【別添2】 基幹相談支援センター

1〜3 （略）

4(1) （略）

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組

* 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言

- 地域の相談支援事業者の人材育成の支援（研修会の企画•運営、日常

2



改正

的な事例検討会の開催、サービス等利用計画の点検・評価等）

・地域の相談機関（相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相 

談員、民生委員、高齢者、児童、保健•医療、教育•就労等に関する各種 

相談機関等）との連携強化の取組（連携会議の開催等）

（3）〜（4） 侗右）

5〜7 （同右）

（別記4）

成年後見制度利用支援事業

1〜3 侗右）

（別記5）

成年後見制度法人後見支援事業

1〜3 （同右）

（別記6）

意思疎通支援事業

1〜4 （同右）

（別記7）

日常生活用具給付等事業
---------------------------- ---------------------------

現行

的な事例検討会の開催等）

・地域の相談機関（相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相 

談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育•就労等に関する各種 

相談機関等）との連携強化の取組（連携会議の開催等）

（3）〜（4） （略）

5〜7 （略）

（別記4）

成年後見制度利用支援事業

1〜3 （略）

（別記5）

成年後見制度法人後見支援事業

1〜3 （略）

（別記6）

意思疎通支援事業

1〜4 （略）

（別記7）

日常生活用具給付等事業



現行改正

1〜4 侗右） 1~4 （略）

（別記8） （別記8）

手話奉仕員養成研修事業 手話奉仕員養成研修事業

1〜4 （同右） 1〜4 （略）

（別記9） （別記9）

移動支援事業 移動支援事業

1〜3 （同右） 1〜3 （略）

（別記10） （別記10）

地域活動支援センター機能強化事業 地域活動支援センター機能強化事業

1〜3 侗右） 1〜3 （略）

（別記⑴ （別記⑴

任意事業

必須事業のほか、市町村の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社 必須事業のほか、市町村の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。 会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。

4



改正 現行

〇事業内容の例

【日常生活支援】

(1)〜(5) (同右)

俏I］除)

〇事業内容の例

【日常生活支援】

(1)丁 ( 5 ) (略)

(6) 障害児支援体制整備

ア目的

障害児やその家族が地域で安心して暮らすことができるよう、身近 

な地域で支援を行う児童発達支援センターに専門職を配置し、地域に 

おける支援機能の充実を図るほか、障害児通所支援事業等を利用して

いない地域で生活する障害児及びその家族が気軽に利用出来る場所を 

整備し、親同士の交流や子どもの遊びの場の提供を行うことにより、

地域支援体制の整備を図ることを目的とする。

イ事業内容

(ア) 児童発達支援センター地域支援機能強化事業

児童発達支援センターに、地域の障害児やその家族への療育 

相談や他の障害児通所支援事業所への支援方法の技術的指導 

等を行う専門職員を配置し、地域支援の強化に取り組む。

(イ) 障害児の居場所づくり事業

障害児通所支援事業等を利用していない地域で生活する障 

害児及びその家族が気軽に利用出来る身近な敷居の低い場所を 

整備し、親同士の交流や子どもの遊びの場の提供を行うととも 

に、子育て等に関する支援を行う。

5



改正 現行

（6） 巡回支援専門員整備

（同右）

（7） 相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援体制確保

（同右）

（8） 協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援

ウ留意事項

（ア） イの（ア）の専門職員は、障害児やその家族への相談、他の

障害児を預かる施設への支援方法の助言及び指導を適切に行う 

ことができる児童指導員、保育士等とし、児童発達支援センタ

ーの人員基準に加え、別途配置すること。

（イ） イの（ア）及び（イ）を実施するにあたっては、適切に事業

実施できる体制と環境を整備するとともに、連携を図りながら

事業を行うものとする。

（ウ） 対象となる障害児については、医学的診断名又は障害者手帳

を有することは必須要件ではないものとする。

（7） 巡回支援専門員整備

（略）

（8） 相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援体制確保

（略）

ア目的

市町村協議会において、先進的な地域資源の開発・利用促進等に向けた

取組を行い、障害者への総合的な地域生活支援の実現を図る。 

ノ -i&r r+n ctq
ィ爭茉内谷

上記事業の例としては以下のとおり。

6



改正 現行

（ア）社会的資源の開発に向けて、障害児者のニーズ調査や先進例の

（9） その他日常生活支援

上記（1）から（8）のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により支援 

を行うことができる。

【社会参加支援】

（1） スポーツ•レクリエーション教室開催等

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、 

余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レ 

クリエーション教室や障害者スポーツ大会などを開催し、障害者スポーツに 

触れる機会等を提供する〇

（2） 文化芸術活動振興

情報収集、商工会議所•地域住民等への啓発の実施

（イ） 円滑な医療、教育、福祉サービスの提供や様々な地域資源を複

合的に提供するために、関係者間の総合的な調整やチームアプロー

チの実施ができる体制の整備

（ウ） 児童発達支援センターや保育所等関係機関が連携し、障害児の

特性や家族の情報を早期に把握し、一般施策も含めた支援に繋げる

ための仕組みの構築

（エ） 医療機関、教育機関の専門職等も含めた多職種による、サービ

ス等利用計画や個別支援計画の評価•助言の実施

（9） その他日常生活支援

上記（1）から（8）のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により支援 

を行うことができる。

【社会参加支援】

（1） レクリエーション活動等支援

レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇等に 

資するため及び障害者等がスポーツに触れる機会を提供するため、各種レ 

クリエーション教室や大会•運動会などを開催し、障害者等が社会参加活 

動を行うための環境の整備や必要な支援を行う。

（2） 文化芸術活動振興



改正 現行

障害者等の文化芸術活動を振興するため、身近な実施主体として障害者等の 障害者等の文化芸術活動を振興するため、障害者等の作品展、音楽会、映画

作品展、音楽会、映画祭などの文化芸術活動の機会を提供するとともに、障害 祭など文化芸術活動の機会を提供するとともに、障害者等の創作意欲を助長す

者等の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。 るための環境の整備や必要な支援を行う。

（3）〜（4） （同右） （3）〜（4） （略）

（5） 複数市町村による意思疎通支援の共同実施促進

意思疎通支援事業について、単独での実施が困難（ニーズの少なさ、手話通

訳者等の確保ができない）等の理由により未実施となっている市町村等におい

て、近隣市町村等との共同実施による効率的な事業実施の方法を検討する。

（6） 自動車運転免許取得•改造助成 （5） 自動車運転免許取得■改造助成

（同右） （略）

（7） その他社会参加支援 （6） その他社会参加支援

上記（1）から（6）のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により支援 上記（1）から（5）のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により支揺

を行うことができる。 を行うことができる。

【権利擁護支援】 【権利擁護支援】

（1）〜（3 ） （同右） （1）〜（3） （略）

【就業•就労支援】 【就業•就労支援】

（1）〜（5） （同右） （1）〜（5） （略）



現行改正

（別記⑵ （別記⑵

障害支援区分認定等事務 障害支援区分認定等事務

1〜2 （同右） !〜2 （略）

（別記13） （別記13）

専門性の高い相談支援事業 専門性の高い相談支援事業

1~ 2 （同右） 1〜2 （略）

【別添3】 （同右） 【別添3】 （略）

（別記⑷ （別記14）

専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業

1〜3 （同右） 1〜3 （略）

（別記15） （別記15）

専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業

1〜3 （同右） 1〜3 （略）



改正 現行

（別記16） （別記⑹

意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業

1〜3 （同右） 1〜3 （略）

（別記1刀 （別記17）

広域的な支援事業 広域的な支援事業

1〜2 （同右） 1〜2 （略）

（別記18） （別記18）
1
3
2

1
サービス•相談支援者、指導者育成事業 サービス■相談支援者、指導者育成事業

1~ 3 （同右） 1〜3 （略）

（別記⑼ （別記⑼

任意事業 任意事業

必須事業のほか、都道府県の判断により、障害者等が自立した日常生活又は 必須事業のほか、都道府県の判断により、障害者等が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。 社会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができる。

〇事業内容の例 〇事業内容の例

【日常生活支援】 【日常生活支援】

代



改正 現行

（1）〜（7） （同右） （1）〜（7） （略）

【社会参加支援】 【社会参加支援】

（1）〜（9） （略） （1）〜（9） （略）

（1〇） レクリエーション活動等支援 （1〇） スポーツ・レクリエーション教室開催等

レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇等に スポーツ・レクリエーション活動を通じて、瞳害者等の体力増強、交流、

資するため及び障害者等がスポーツに触れる機会を提供するため、指導者 余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ"レ

の養成、広域で行う各種レクリエーション教室や大会•運動会を開催する クリエーション教室や障害者スポーツ大会などを開催し、障害者スポーツに

など、市町村と連携し、地域間の取組の均てんを図りながら、障害者等が 触れる機会等を提供する。

社会参加活動を行うための環境の整備や必要な支援を行う。

（11） 文化芸術活動振興 （11） 文化芸術活動振興

障害者等の文化芸術活動を振興するため、広域的な観点から障害者等の作品 障害者等の文化芸術活動を振興するため、障害者等の作品展、音楽会、映画

展、音楽会、映画祭など0文化芸術活動の機会を提供するとともに、市町村と 祭など文化芸術活動の機会を提供するとともに、障害者等の創作意欲を助長す

連携し、文化芸術活動の機会の均てんを図りながら、障害者等の創作意欲を助 るための環境の整備や必要な支援を行う。

長するための環境の整備や必要な支援を行う。

（1 2 ）〜（13） （同右） （1 2 ）〜（13） （略）

【権利擁護支援】 【権利擁護支援】

（1） 成年後見制度普及啓発 （1） 成年後見制度普及啓発

11



改正 現行

侗右）

消］除）

（略）

（2） 成年後見制度法人後見支援

ア目的

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人

を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法

人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的

とする。

イ事業内容

（ア）市民後見人の活用も含めた法人後見実施のための研修

a 研修対象者

法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等

b 研修内容等

都道府県は、それぞれの地域の実情に応じて、法人後見に要 

する運営体制、財源確保、後見監督人との連携手法等、市民後 

見人の活用も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要 

な知識•技能•倫理が修得できる内容の研修カリキュラムを作 

成するものとする。

（イ）法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

a 法人後見の活用等のための地域の実態把握

b 法人後見推進のための検討会等の実施

（ウ）法人後見の適正な活動のための支援

弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団

12



改正 現行

体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築

（エ）その他、市民後見人を活用した法人後見の活動の推進に関す

る事業

（2） 障害者虐待防止対策支援 （3） 障害者虐待防止対策支援

（略） （略）

（3） その他権利擁護支援 （4） その他権利擁護支援

上記（1）及び（2）のほか、地域の要望に応じて都道府県の判断により 上記（1）から（3）のほか、地域の要望に応じて都道府県の判断によし丿

支援を行うことができる。 支援を行うことができる。

【就業•就労支援】 【就業・就労支援】

（1）〜（5） （同右） （1）〜（5） （略） -

【重度障害者に係る市町村特別支援】 【重度障害者に係る市町村特別支援】

1~ 2 （同右） 1〜2 （略）

（別記20） （別記20）

特別支援事業 特別支援事業

1〜2 （同右） !〜2 （略）

13



改正 現行

別紙2 別紙2

廃止通知一覧 廃止通知一覧

1〜17 （同右） 1〜17 （略）

18.平成17年7月8日障発第〇7〇8 0 0 3号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部長通知「発達障害者支援体制整備事業の実施について」

19.平成23年3月30日障発0 330第7号厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部長通知「巡回支援専門員整備事業の実施について」

14



平成2 6年度版 障害者白書 18 4頁抜粋

(資料1一 2)

障害者に関するマークについて

【障害者のための国際シンボルマーク】

所管:公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会

【身体障害者標識】

所管:警察庁

【聴覚障害者標識】

所管:警察庁

【盲人のための国際シンボルマーク】 

所管:社会福祉法人日本盲人福祉委員会

令
【耳マーク】

所管:一般社団法人全日本難聴者• 
中途矢聴者団体連合会

【ほじょ犬マーク】 

所管:厚生労働省社会• 
援護局障害保健福祉部

【オストメイトマーク】

所管:公益社団法人日本オストミー協会

【ハート•プラスマーク】

所管:特定非営利活動法人 
ハート•プラスの会

これらのマークについて詳しくは、内閣府障害者施策ホームページ

(http://www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html)等を参照。
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地域生活支援事業に係る低所得者の利用者負担の状況(平成26年度)

□ 26年5月末時点で無料 □26年度中に無料化予定 ロ 26年度末までに無料化予定なし

I
3
〇〇 

I

意思疎通支援 

(手話通訳派遣)

1,596
(1,302)

(要約筆記者)

1,289 
(900)

日常生活用具給付等

1,724
(1,728)

移動支援

1,576
(1,573)

地域活動支援センター

1,027
(1,018)

日中一時支援

1,525
(1,507)

※各自治体への実態調査に基づき自立支援振興室において集計したもの。

※事業名の下の数値は市町村数。(意思疎通支援については実施体制が整備されている市町村数、それ以外は事業を実施した市町村数)

※个)内は前年度の実績。(前年度実績における凡例は「25年5月末時点で無料」、「25年度中に無料化予定」、「25年度末まで無料化予定なし」)
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移動支援事業の実施状況【都道府県別】

〇各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。

〇 全体では1,576市町村/1,741市町村（H26.3.31現在）で実施割合は90.5%である。
実施割合（％）
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意思疎通支援事業の実施体制整備状況【都道府県別』

〇各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。

〇 全体では1,598市町村/1,741市町村（H26.3.31現在）で実施割合は91.7%である。
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※各期間の実施割合算定のための分母となる全国市町村数は、それぞれ各期間の末日における全国市町村数である。

※各自治体からの事業実施体制の整備状況報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。



意思疎通支援事業

（内訳1）手話通訳者派遣事業の実施体制整備状況【都道府県別】
〇各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。

※各期間の実施割合算定のための分母となる全国市町村数は、それぞれ各期間の末日における全国市町村数である。

※各自治体からの事業実施体制の整備状況報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。



意思疎通支援事業

（内訳2）手話通訳者設置事業の実施体制整備状況【都道府県別】
〇各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。

〇 全体では656市町村/1,741市町村（H26.3.3!現在）で実施割合は37.7%である。
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※各期間の実施割合算定のための分母となる全国市町村数は、それぞれ各期間の末日における全国市町村数である。

※各自治体からの事業実施体制の整備状況報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。



意思疎通支援事業

（内訳3）要約筆記者派遣事業の実施体制整備状況【都道府県別】

〇各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。 

〇 全体では1,287市町村/1,741市町村（H26.3.31現在）で実施割合は73.9%である。

※各期間の実施割合算定のための分母となる全国市町村数は、それぞれ各期間の末日における全国市町村数である。

※各自治体からの事業実施体制の整備状況報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。



失語症会話パートナー派遣事業（四日市市）

目 的

失語症会話パートナーを派遣することにより、話す、聞く、読む、書くこと等に障害があるため、意思疎通を図ることが困難な失語症者の社会生活 

等におけるコミュニケーションを円滑に行い、もって失語症者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

（1） 失語症会話パートナーの養成

・定員3〇名。※対象者は、市内に住所又は勤務地を有している者

•カリキュラムは講義5回（計13時間）と実習1回（約2時間）で構成。

・ 受・講費用は 1 0 0 0 円（資料代）〇
・講歸は、市内医療機関及び市社会福祉協議会に所属する言語聴覚士。

（2） 失語症会話パートナーの登録

・（1）の失語症会話パートナー養成カリキュラムに基づく養成講座を修了している者。

・登録者数は3 6名（平成2 7年1月時点）。

（3 ） ヨ五扌卡三舌ノヾー ト1"^""-""^）;ら青・
・翼語症署が参加する会議、失語症者のために行われる催し物、団体活動等について派遣を実施している。

・派遣の実績は合計919時間（昨年比+1？ 〇時間）※平成26年4月〜26年12月の累計

•利用者数は延べ3 5 5名（平成26年12月時点） ※平成2 6年4月〜2 6年12月の累計

（4）失語症パートナーのスキルアップ講座

・グループワーク形式による実際の支援事例を題材とし、対応技術の向上や効果的な支援方法等について意見交換などを行う。 

・講師は、市内医療機関及び市社会福祉協議会に所属する言語聴覚士。

いずれもN P〇法人障害者福祉チャレンジド・ネットに委託して実施。

【参考:失語症会話パートナー養成講座カリキュラムの主な内容】

第1、2 回（5h） 会話パートナーとは 失語症の基礎 失語症から起こる様々な問題 コミュニケーションの取り方

第3回（3 h） コミュニケーションの工夫や手段 失語症者の症状に気付く

第4回（3 h） 身体介助の方法会話の工夫グループ会話

第5回（2h） 困難ケース 「ありがち」な対応を考える

演習①（2h） 「よっかいち失語症友の会:定例会」

演習②（1.5h） 「四日市市障害者福祉センター交流会」

演習③（2h） 「よっかいち失語症友の会:交流会」

・演習①〜③のうち、いずれか1回は参加が必要。

・講座（1〜5回）・演習（1回）に全て出席した者に修了証を授与。

・失語症会話パートナーとして登録された者には登録証を授与。

»*

・
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失語症会話パートナー派遣事業（我孫子市）

事業実施の背景 ヽ

・訓練によって症状を軽減することは可能だが、完治することは困難である。失語症状が生涯にわたって永続することにより、日常生活でのコミュ 

ニケーションや社会的な孤立が深刻な問題となっている。

・失語症者が残されたコミュニケーション機能を用いて地域で生活するだめには、対話者側が失語症に関する知識と会話技術を身につける必要 

がある.

話す、聞く、書く、読むなどの意思伝達手段に障害のある失語症の人に対し、失語症に関する知識と会話技術を習得した失語症会話パートナーを 

派遣し、会話の機会の拡大と社会参加を支援する。

（1） 失語症会話パートナーの養成

定員15名とし、2名の言語聴覚士が講師を担当。講座は講習5回と実習5回で構成され、概ね交互に行うよう計画。受講費用 

はテキスト代を含めて無料。

（2） スキルアップ講座の開催

あ 会話技術の向上を図るため、養成した失語症会話パートナーを対象に、スキルアップ講座を開催。

1 （ 3 ） 失言吾症会き舌ノヾートナーの派遣
i固人派養が原則だが、同じ場所に一同が集まり、仲間意識を持って会話を楽しむことのほうが失語症者のニーズに適していると 

の判断から、市内2箇所の公共施設に活動場所を確保し、失語症会話パートナーを派遣。失語症者の費用負担は無料Q

養成講座修了者…2 3人（H25実施分） パートナー派遣利用者…3 7 4人（H25. 4〜H26. 3の延べ人数）

【参考:講習と実習の主な内容】

第1回講習 コミュニケーションとは 失語症の基礎知識 会話パートナーの役割 コミュニケーションの基本姿勢

第1回実習 コミュニケーションの基本姿勢

第2回講習 失語症と一緒に起こりやすい症状 失語症と間違えやすい他の障害 話しことばの工夫 .
第2回実習 コミュニケーションの基本姿勢• 話しことばの工夫

第3回実習 コミュニケーションの基本姿勢 話しことばの工夫 コミュニケーションの話題を考える

第3回講習 いろいろな手段や道具の活用 確認の方法

第4回実習 いろいろな手段や道具の活用 確認の方法
第4回講習 良い例,悪い例について 移動の介助方法

第5回実習 自由会話の実践

第5回講習 友の会活動の紹介 リハビリテーションとは 社会福祉サービスの基礎知識 これまでのまとめ 、

逶
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資料1一 8
（社福）聴力障害者情報文化センター年度別受講•修了者数の推移要約筆記者指導者養成研修

■ 11受講 東日,西;本 12受講|

東日本西日本 XL 13受講 14受講i 14修了

東日本西日本 鴛東日本 西日本 東日本 西日本 東日本
西日本!

01 北海道 2 1 5 1 4 1 5 5 12 11
02 青森県 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 [ す
03 岩手県 5 5 2 2 2 1 3 2 [10
04 宮城県 1 〇 1 1 2 2 [ 3
05 秋田県 1 1 3 1 2 2 L 4
06 山形県 1 1 6 6 1 1 3 3 L "TT
07 福島県 2 2 2 2 1 1 2 2
08 茨城県 3 3 4 4 1 1 1 8~
09 栃木県 6 6 12 11 4 3 3 3 E 23^
10 群馬県 4 4 1 1 1 1 [ す
11 埼玉県 9 9 6 6 6 6 9 9 e 3(r
12 千葉県 5 5 6 4 2 2 e rr
13 東京都 5 5 2 2 5 5 2 2 ［眄
14 神奈川県 16 16 8 7 13 11 13 10 し..44
15 新潟県 2 2 5 4 4 4 2 2 [12
16 富山県 1 1 3 3 2 1 1 1 L
17 石川県 4 4 2 2 2 2 2 2 [
18 福井県 3 3 2 2 2 2 2 2
19 山梨県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
20 長野県 6 〇 6 〇 2 1 2 1 4 1 4 1 2 2 ■:. T6~
21 岐阜県 5 5 6 6 4 2 4 2 1 4 1 4 E TT
22 静岡県 3 3 3 3 4 3 1 1 1 1 E TT~
23 愛知県 5 5 6 6 3 4 2 4 1 6 5 E TT
24 三重県 4 3 6 6 3 3 3 3 ］矿
25 滋賀県 4 4 4 3 3 3 3 3 [-何
26 京都府 5 5 4 4 5 5 1 6 1 6 I. 21-
27 大阪府 5 5 10 10 9 9 8 6 E 30"
28 兵庫県 5 4 5 5 9 9 9 9 E 2厂
29 奈良県 4 3 3 2 3 3 3 2[TIT
30 和歌山県 4 4 4 4 3 1 4 4!も
31 鳥取県 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 ! T
32 島根県 4 4 3 3 2 1 3 3 [~rr
33 岡山県 4 4 4 4 1 3 1 3 2 3 2 3 E TT
34 広島県 5 5 5 4 4 4 5 4 I TT
35 山口県 8 8 6 6 2 4 2 4 2 4 2 4 1 2厂
36 徳島県 3 3 2 2 2 2 2 2 ［丁
37 香川県 L 〇
38 愛媛県 2 2 1 1 2 2 2 2 L /
39 高知県 1 1 2 2 2 2 2 2 E /
40 福岡県 5 5 3 3 4 4 4 4 L矿
41 佐賀県 1 1 1 1 1 ,1 [P
42 長崎県 4 4 1 2 1 2 4 1 4 1 3 2 3 2 1 1T~
43 熊本県 4 3 3 3 2 2 1す
44 大分県 2 2 3 3 2 2 L /
45 宮崎県 4 4 5 5 1 3 1 3 3 3 E W"
46 鹿児島県 3 3 1 1 E *
47 沖縄県 1 1 1 1 1 1 1 1 [4

89 90 87 86 82 81 74 78 72 84 66 79 71 91 65 86 621
探2013年度以降の各都道府県の数字には政令市、中核市も含まれます。

一 46—



資料1」9

要約筆記者の倫理綱領

前文

私たち要約筆記者は、すべての人が個人として尊重される社会の実現を目指している。そ 

のために聴覚障害者を含む国民一人ひとりの権利擁護の観点から、コミュニケーション支援 

として、質の高い通訳サービスの提供に努める専門職であることを言明する。

1. 私たちは、すべての人の尊厳を認め、かけがえのない存在として一人ひとりを尊重しま 

す。

2. 私たちは、通訳現場における秘密の保持を絶対の価値とする倫理観を持って行動します。

3. 私たちは、要約筆記によるその場の通訳を確実に行うために「知識、技術の獲得にたゆ 

まぬ努力をします。

4. 私たちは、専門職として広く社会に要約筆記への正しい理解を広め、啓発に努めます。

私たちは、要約筆記事業において必要な規範を「要約筆記者の倫理綱領」として制定し、 

これを遵守する。

1. 利用者に対する倫理責任

1） （障害特性の理解）

宴約筆記者は、利用者の障害特性を理解し、利用者の主体的な社会参加と自己実現を支援す 

る。

2） （利用者の自己決定の尊重とエンパワメント）

要約筆記者は、利用者の自己;決定を尊重し、また、それが困難なときにも可能な範囲で自己 

決定が表明できるよう、必要な情報を提供し、支援する。

3 ）（プライバシーの尊重・秘密の保持）

要約筆記者は、利用者のプライバシーを尊重し、業務上知り得た情報を本人の了解なしに第 

三者に提供しない。また、秘密の保持は業務を退いた後も同様とする。

4）（利用者の最善の利益のための情報提供）

要約筆記者は、利用者への援助のなかで関係機関との情報共有が求められる場合には、利用 

者の利益を最優先し、適切な情報提供の内容と方法に配慮する。

2. 通訳実践における倫理責任

1） （最良の通訳を行う責務）

要約筆記者は、通訳現場において最良の通訳を遂行するために、自らの専門的知識。技術を 

提供する。

2） （連携•協働）

要約筆記者は、通訳現場において、利用者の利益のために、他の専門職等と連携•協働する。

3） （通訳現場での綱領の遵守）

要約筆記者は、通訳現場で、他者からの求めに,対し、秘密の保持を絶対の価値とする本綱領 

の原則を遵守し、その基本精神の尊重を関係者に働きかける。

1/2
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4） -（環境整備）.

要約筆記者は、利用者が円滑なコミュニケーショ.ンを行えるよう、通訳現場での環境整備に 

努める。

5） （業務改善）

要約筆記者は、常に自らの通訳業務を検証し、その技術と知識の向上に努め、さらに、必要 

な業務の改善を関係各所に求める。

3 .社会に対する倫理責任

.1）（共生社会の実現）

要約筆記者は、すべての人が尊重され、誰もがその人らしく、生きることができる共生社会 

の実現を目指すよう努める。

2） （社会への働きかけ）

要約筆記者は、社会における不合理から、音声情報の獲得に不利益をきたす人々に対し、当 

事者や他の専門職等と連携し、効果的な方法をもって社会に働きかける。

3） （エンパワメント）

要約筆記者は、社会に向けて聴覚障害への理解を求め、必要な情報提供を行うことを通じて、 

市民と社会のエンパワメントを実現する〇

4） （実践の検証）

要約筆記者は、共生社会の実現に向けた制度等の構築を図り、その行動を常に検証し、方向 

を過たないようにする。

4.専門職としての倫理責任

1）（専門職の自覚）

要約筆記者は、専門職として自覚的な通訳の実践を通し、社会的信用を高める。

.2）（社会的信用の保持）

要約筆記者は、その場に応じた品行を保ち、専門職の社会的信用を損なわないよう行動する。 

また、他の要約筆記者の言動により社会的信用が損なわれる事態に直面した場合には、,本人 

にその事実を知らせ、必要な対応を促す。

3） 傅門性の向上）

要約筆記者は、最良の通訳を行うために、進んで教育及び研修に参加し、他の要約筆記者と 

共に通訳技術及び援助方法の改善と研鑽をとおして専門性の向上を図る。

4） （研究。参画） ’

要約筆記者は、要約筆記制度の充実及び発展について、その調査及び研究を行い、また、関 

係機関とも協働し制度の発展に寄与する。

5） （身分保障）

要約筆記者は、・社会に向けてその専門性を提示し、専門職にふさわしい待遇、身分保障を求 

める。
  2014年8月6_日策定| 

一__________________________________________________________©2014 （特非）全国要約筆記問題研究会
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I !新たに対象となる疾病

1 IqA腎症 77 正常圧水頭症 115 囊胞性線維症

2 起急性硬化性全脳炎 40 硬化性萎縮性百癬 78 成人スチ丿隔 116 パーキンソン病
3 アジソン病 41 好酸球,性筋膜炎 I 79 成長ホ;レモン分泌亢進症 117 バージャー病

4 アミロイドーシス 42 好虽球・注消化营'•疾懣 「80 脊髄空洞症 11S 韩静解問塞症/肺毛;細血管膻症
43 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 ： 1 81 脊施小脳変性症（多系統萎縮症を除く。） 119 肺動脈性肺高血圧症

6 HTLV-1関連脊髄症 44 後縦靭帯骨化症 ! 82 脊髄性筋萎縮症 120 肺胞低換気症候群

7 ADH分泌異常症 45 甲状腺ホルモン不応症 83 全身型若年性特発连問節炭 121 バッド•キアリ症候群

8 遠位型ミカバチー 46 拘束型心筋症 84 全身性エリテマトーデス 122 ハンチントン病
9 黄色靭帯骨化症 47 広範脊柱管狭窄症 85 先天性QT延長症候群 123 汎発性特発性骨増殖症

10 潰瘍性大腸炎 48 抗リン脂質抗体症候群 86 先天性魚麟癬様紅皮症 124 肥大型心筋症

11 下垂体前葉機能低下症 49 コステ「T症偃辟 87 先天注詞無力庄候群 125 ビタミンD依疗症二型
12 加齢性黄斑変性症 50 骨髄異形成症候群 88 先天注副淸低形戒'症 126 非典型溶血连尿蛋症痘?候曲
13 肝外門脈閉塞症 51 骨髄綜維症 89 先天性副腎皮質酵素欠損症 127皮膚筋炎/多発性筋炎

14 関節リウマチ 52 ゴナドトロピン分泌亢進症 90 大脳皮質基底孩変性症 128 びまん性汎細気管支炎

15 肝内結石症 53 混合性結合組織病 I 91 高安動脈炎 129 肥満低換気症嗨
16 偽性低アルドステロン症 54 再生不良性貧血 |92 多系統萎縮症 130 表皮水疱症

17 偽性副甲状腺機能低下症 55 再発住多淀軟焉炎 I 93 多発血管炎性肉芽腫症 131 フィッシャー症候計

18 球脊髄性筋萎縮症 56 サルコイドーシス I 94 多発性硬化症/視神経脊髄炎 132 封人休筋炎

19 急谊進行性糸球休汚炎: 57 >T・クレン症代萍 95 多発性囊胞腎 1：；3 フラワ症假詩

20 強皮症 58 CFC:症候群 ＜ゝ6 谨兗性内リンパ水陋 1?：4 フリカン病

21 巨細胞性動脈炎 59 色素性乾皮症 ° / チャージ症候恭 135 PRL分;必亢進症（高ブロラクチン血症）

22 巨大胯胱短小結胆用;管芋動不全症 ヽ 自己门倉空胞］生タン1バチー Q8 中潯注展皮壊死症 136 バスレ厶E7!バチー
23 キラン•バレ莊候群 61 自己免疫性肝炎 gg 脇首押涯節細胞位症 137 ベーチェット病

24 筋萎縮性側索硬化症 62 自己免疫性溶血性貧血 100 TSH受容体異常症 138 ペノレオキシソーム病

25 クッシング病 63 視神経症 I101TSH分泌亢進症 139 発作性夜問ヘモグロビン尿症

26 クリオヒリン聞連周期然症候群 64 若年性肺気腫 1 1 140 mmw髓性多発神駁/多巣ニューロ  ノ&ー j
27 グルココルチコイド抵抗症 65 シャルコー・マリー•トウース馮 103 天疱瘡 141 慢性血栓塞栓性肺髙血圧症

28 クロウ・深瀬症候群 66 重症筋無力症 104 特発性拡張型心筋症 142 慢性膵炎

29 クロ—ン病 67 ンユワルツ•甘ンベル症候群 1()5 特発性間質性肺炎 143 関生特発性偌1生艇閉塞症
30 結節性硬化症 68 神経性過食症 106 特兗件垠底段吹化狂 144 ミトコンドリア病

1.31'結節性多発動脈炎 69 神経性食欲不振症 107 特発性血小板減少性紫斑病 145 メニエー丿レ^

32 血栓性血小板減少性紫斑病 70 神経繚維腫症 108 特発性血栓症 146 網膜色素変性症

33 原発性アノレドステロン症 71 神経有棘赤血球症 I109特発大腿骨頭壊死症 147 もやもや病

34 原発性硬化性胆管炎 72 進行性核上性麻痺 110 特発性門脈圧亢進症 148ライソゾーム病

35 原発性高脂血症 73 進行性骨化性線維形成異常症 111 特発性両側性感音難聴 |149庁ンゲルハンス細胞組織球症

36 原発性側索硬化症 74 進行性多巣性白質脳症 112 突発性難聴 150 リンパ脈管筋腫症

37 原融胆汁朋硬変 75 スティーヴンス•ジョンソン症候群 113 難治性ネフロ—ゼ症候君羊 151pUL.ンンニタイン-ティ匕症候聲

38 原発性免疫不全症候群 76 スモン 114 膿疱性乾癬

「劇症肝炎」「重症急性膵炎」については平成2 7年1月以降は対象外となりますが、 白抜き:対象に変更はないが

すでに障害福祉サービスの支給決定を受けている方は引き続き利用可能です。 疾病名が変更されたもの



地域活動支援センター基礎的事業の実施状況【都道府県別】

〇各都道府県内の市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。

〇 全体では1,376市町村/1,741市町村（H26.3.31現在）で実施割合は79.0%である。

実施割合（％）
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※数値は平成25年度値。
※各自治体からの実績報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。
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（資料1-12）

21年12月15日 

障害保健福祉部 

自立支援振興室 

地域生活支援係

「地域活動支援センター機能強化事業」の見直しの基本的な考え方について 

はじめに

昨年度、会計検査院の実地検査において、ある市町村で地域活動支援センター機能 

強^;事業の算定にあたり、基礎的事業と機能強化事業の事業費の算定が不適当とする 

事案が指摘されました。

そのため、当室より、本年9月の全国会議において各市町村へ自己点検をお願いした 

ところです。

その際、一部の都道府県から、チェックシートのようなものを提示できないかとする意 

見が述べられたことから、今回、各市町村における自己点検及びそれに伴う見直し作業 

にあたっての技術的な助言として以下の考え方の整理をお伝えすることとしたものです。

なお、参考として具体的な会計検査院の指摘の概要についても周知します。

1地域活動支援センター機能強化事業の基本的考え方について

〇機能強化事業の区分基準

「基礎的事業」と「機能強化事業」の区分については、本来はその機能強化に着目した 

「実質基準」で判断すべきであるため、その判断の具体的な判断基準を示すこととする 

が、別途簡易な方法として「形式基準」での判断も可能と考える。

（1）実質基準と形式基準

①「実質基準」

当該市町村が補助（委託）事業者へ交付する際に、国の補助金の対象となる事業と 

独自の事業を区分けしないで交付している場合、事業者の行っている事業の内容によ 

って、基礎的事業と機能強化事業を実質的に判断するもの。

〇機能強化事業の実質的な判断の内容

具体的な例としては、

§専門的な職員等を配置している場合。

（例）•対象者の障害特性に応じた特別な支援が必要な場合、その資格を有す 

る職員を加配。

•医療福祉分野の社会基盤との連携強化や地域ボランティア育成等のた



めの職員を加配。

§基礎的事業以外の事業を行っている場合。

（例）•基礎的事業以外の利用者支援事業

・障害特性に応じて実施する事業

・基礎的事業以外の施設外支援（通院•入院支援、就労支援など）

■家族支援など

§高度な支援を必要とする障害者を受け入れて支援を行っている場合

※個別事例について疑義がある場合は、当室へ相談して下さい。

②「形式基準」

当該市町村が補助（委託）事業者へ交付する際に、国の補助金の対象となる事業と 

独自の事業を別の要綱に定めるなど、区分けして交付している場合、その区分けによ 

って、基礎的事業と機能強化事業を形式的に判断するもの。

なお、当該市町村が小規模作業所へ補助している場合、地域活動支援センターへ 

の交付額が同規模の作業所へ交付する金額を超えて補助を実施している場合におい 

て「機能強化の内容を明確に説明できる場合」、その差額を型式的に機能強化事業と 

区分けすることも可と考える。

※上記の場合、当然のことながら差額についても合理的な説明を可能としておくこと 

を必要と考える。

（2）金額算定方法について

実質基準による場合、当該追加経費の内容を明細として準備しておくこと。

形式基準については、同規模の小規模作業所に対する補助額との比較表（差額が算 

出されるもの）を準備しておくこと。

（補助金の精算時の添付資料とすることについて、別途検討中です）

2チェックシート（参考例）について

別添の参照資料をご覧下さい。



3会計検査院指摘事案の概要

昨年度、会計検査院による市町村の実地検査の際に、A市における地域生活支援事 

業のうち、「地域活動支援センター機能強化事業」の事業費算定について指摘を受けた 

ものです。

（指摘内容）

・A市においては、何ら積算根拠もないまま単純に6〇〇万円を地域活動支援センタ 

ーの事業費から控除した残額を機能強化事業の事業費として計上。

・600万円については、「国から示された」という理由しか説明されなかった。

（注山市は、平成17年12月26日の障害保健福祉関係主管課長会議で示された資料を根拠 

として提示した。

（処理内容）

会計検査院から指摘を受けた事案は自立支援法施行後に地域活動支援センターへ 

移行した作業所であったが、従前の補助水準額などを参考に機能強化事業の事業費を 

算定し直すこととした。



（別添）

見直し後の「チェックシート」の例

現在、お願いしている地域生活支援事業の実施要綱の見直し等にあたって、自己点 

検用に以下のチェック項目を例示します。見直しの考え方が生かされているか否かの自 

己点検用にご使用下さい。

【地域活動支援センター機能強化事業の自己点検におけるチェックシート】

《助成額》

〇過去に当室より例示した金額（17年12月の課長会議資料で例示した補助額）を 

根拠に区分していないか。

〇区分した基礎的事業の額が同一市町村における同規模の小規模作業所への助 

成額を下回っていないか。

〇従来、小規模作業所として助成していた場合、機能強化事業を基礎的事業（交付 

税措置）の上乗せではなく、その基礎的事業分を減額し、トータルで小規模作業所 

と同額又は減額していないか。

《機能強化事業について対外的な説明が可能となっているか》

〇機能強化事業として職員の加配を行う場合、専門的な資格をもつ職員又は機能強 

化事業を行うための職員を加配しているか。

〇基礎的事業の事業内容が定められているか。

〇機能強化事業の事業内容が定められているか。

《型式要件》（補助要綱等を区分している場合）

〇基礎的事業部分と機能強化事業部分の事業費が明確に区分けされているか。



資料2-1
聴覚障害者情報提供施設設置状況

（平成2 6年4月1日現在）

都道府県（市） 設置 設置予定等 都道府県（市） 設置 故直予疋寺

北海道 検討中 広島県 △ 平成28年度
（現在:単独事業で実施）

青森県 〇 山口県 〇

岩手県 〇 徳島県 〇

宮城県 平成26年度 香川県 〇

秋田県 平成28年度 愛媛県 〇

山形県 △ 単独事業で実施 高知県 〇

福島県 〇 福岡県 〇

茨城県 〇 佐賀県 〇

栃木県 〇 長崎県 〇

群馬県 〇 熊本県 〇

埼玉県 〇 大分県 〇

千葉県 〇 宮崎県 〇

東京都 〇 鹿児島県 〇

神奈川県 〇 沖縄県 〇

新潟県 〇 札幌市 〇

咼山県 〇 仙台市

石川県 〇 さいたま市

福井県 〇 千葉市

山梨県 〇 横浜市 〇

長野県 〇 川崎市 〇

岐阜県 〇 相模原市

静岡県 〇 新潟市

愛知県 平成27年度 静岡市

三重県 〇 浜松市

滋賀県 〇 名古屋市 〇

京都府 平成26年度 京都市 〇

大阪府 〇 大阪市

兵庫県 〇 堺市 〇

奈良県 〇 神戸市

和歌山県 〇 岡山市

鳥取県 △ 単独事業で実施 広島市

島根県 〇 (2) 北九州市 〇

岡山県 〇 福岡市

熊本市

計 47

※「設置」の内容は、身体障害者保護費負担金の交付状況等に基づくものである。
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身体障害者保護費国庫負担（補助）金交付要綱新旧対照表（案）

新 旧

身体障害者保護費国庫負担（補助）金交付要綱

1 ~4 （略）

貉 目 種
2

額 準 基
3

費 経 象 対 
4

体
者
費
金 

害
護
担 

身
障
保
負

館書
費 

図
務 

字
事 

点
等

一

〇 (B§)

体
者
費
金 

害
祉
助 

身
障
福
補

化
振

文
動

者
活
業 

害
術
事

障

芸

興L

一i

41-

5 （略）

身体障害者保護費国庫負担（補助）金交付要綱

1〜4 （略）

!区分 2種目 3基準額 4対象経費 5補助率

体
者
費
金 

害
護
担 

身
障
保
負

点字図書館 
等事務費

（略）' （略） （略）

身体 
障害者 
福祉費 
補助金

障害者文化 
芸術活動振 
興事業

障害者芸術•文化祭開催事業

32, 400千円

障害者文化芸術活動振興事業
（障害者芸術•文化祭開催事業） 

の実施に必要と厚生労働大臣が認 
めた経費

10 
no-

5
略

（交付の条件）
6 この補助金等の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
（I） 〜（4） （略）
（5） 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用 

の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他財産については、補助金等に係る予算の 
執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間 
を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡 
し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

（6） 〜（8） （略）
（9） 補助金等と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1による調書を作成すると 

ともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助金等の 
額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度 
の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加し 
た財産がある場合哇、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に 
係る予算の執行の適正化に関する法律施行令粢14条第1項第を寻の規定によけ軽労働大臣が 
別に定める期間を経過する日のいずれか長い日ま

（10） （略） '
（II） 都道府県並びに指定都市及び中核市は、間接補助金等を間接補助事業者に交付する場合に 

は、次の条件を付さなければならない。
ア（略）
イ間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書 
類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を間接補助事業の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承 
認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければな 
らない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過 
後、当該財摩の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適!E化に関する睦建施 
行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過ずる日のいずれか 
長い日まで保管・しておかなければならない。

（12）-（13） （略）

7〜14 （略）

（別紙1）
点字図書館等事務費算定基準（略）

別紙様式1~ 9 （略）
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） 都道府県並びに指定都市及び中核市は、間接補助金等を間接補助事業者に交付する場合に 

は、次の条件を付さなければならない。
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（12）-（13） （略）

7~ 1 4 （略）

（別紙1）
点字図書館等事務費算定基準（略）

別紙様式1〜9 （略）



資料2-3

視覚障害者情報総合システム「サピエ」の概要

「サピエ」は、視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して 

点字、デイジーデータ（音声、テキストを利用したデータ）の情報を提供するネッ 

トワークです。日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設 

協会が運営を行っています。

全国の会員施設・団体が製作または所蔵する資料の目録ならびに点字•音声図書 

出版目録からなる、点字図書や録音図書の全国最大の書誌データベース（約91万 

件）として広く活用されています。

また、14万タイトルの点字データを保有し、6万タイトルのデイジーデータの 

ダウンロードやストリーミングができ、個人会員はこの点字・デイジーデータを全 

国どこからでも、あるいは海外にいてもダウンロードが可能です。読みたい本を自 

由に選べ、直接入手できますので視覚障害者等の読書の自由が広がりました。

「サピエ」は、インターネットを通して、全国の視覚障害者等、ボランティ 

ア、情報提供施設•団体をつなぐ「知識」（Sapientiaサピエンティア= ラ 

テン語）の広場です。
ゝ______________________ ；_____________________________________________________________ 丿

視覚障害者情報総合システム「サピエ」と点字図書館等の関係図

システム管理:日本点字図書館 

運営:全国視覚障害者情報提供施設協会

サピエ け

回

:視覚障害者用図書の貸出・製作

全国の点字図書館
ヽ

依頼が可能。

サピエは全国の 

点宇図書館と書 

誌データ及び貸 

出状況を共有し 

ており、サピエ 

経由での貸出 

□

回

点宇、デイジー 

データを無料で 

ダウンロードす 

ることができ、パ 

ソコン等で視聴 

が可能。

国会図書館

「視覚障害者 

用デ'-タ送信 
サービス」

•学術文献探音 
図書DAISY資料 

•公共図書館が 
製作し国会図書 
館が収集した音 
声DAISYデータ• 
点字データ

_________ ）

来館または郵送にて貸出

来館、電話、手紙、FAXによる貸出申し込み

/ ヽ

全国の視覚障害者（約32万入）

X__________ J
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避難所等における視聴覚障害者等に対する情報•コミュニケーション支援について（例）

•避難所等において、視聴覚障 
害者への理解を求める。

・視聴覚障害者に対する情報・コ 

ミュニケーション支援への協力を 

呼びかける。

ヽ

視覚障害 聴覚障害

安否の確認
被災地域の要援護者を確認

\_______________ ）
（ ヽ

・放送やハンドマイク等を使用し、避難所及び周 

辺地区で、声をかけて確認。

厂

ニーズの把握
障害特性に応じた支援内容 

_______________ 丿 
~ ・ ヽ

関係者との連携
避難所等における活動

ノ 
ヽ

避難所の説明
トイレや風呂、配給場所などI________ 丿

（ ヽ

情報の共有
食料・救援物資の配給など

_______________ ）

機材*物品
共用品•消耗品の手配など

\________________ 丿

k________ ___________________ ノ

（ : A
-障害の程度（全盲•弱視など）や情報取得方法 

（点字・・音声・拡大文字など）等を確認し、必要な

・プラカードを使用し、避難所及び周辺地区で確 

認。（「聞こえない人はいませんか?」など） 

■・手話通訳者、要約筆記者などは腕章等を着用。
し（「手話できます」「『耳マーク』の活用」など）J

■・障害の程度（聞こえの状態など）や情報取得方 

法（手話•文字•補聴器など）等を確認し、必要な

支援を把握する。

（ — ・一~
•行政、視覚障害者協会、視覚障害者情報提供 

施設、保健師等が連携し、ボランティアを効果 

的に活用する。

/ - -

•ボランティア等を活用し、場所や使用方法、状 

況の変化などを適切に伝える。

ノ 
ヽ

<______________________________ 丿

•放送やハンドマイク等を使用し、必要に応じて 

個別に対応する等、最新の情報を確実に伝える。

（悪い例汀張り紙を見て下さい。」など）

うジオ

•テレビ（解説放送）

•・乾電池（ラジオなど）等

ノ
ヽ

支援を把握する。

k__________________________ :_____________ 丿
X 

■・行政、聴覚障害者協会、聴覚障害者情報提供 

施設、手話通訳者、要約筆記者、保健師等が連 

携し、ボランティアを効果的に活用する。

<____________________________________J
Z----------------------------------- \

■・ボランティアやホワイトボード等を活用し、場所 

や使用方法、状況の変化などを適切に伝える。

I ____________________________ 丿
「プラカードやホワイトボード等を使用し、必要に 

応じて個別に対応する等、最新の情報を確実に 

伝える。
し（悪い例汀!_時の放送を聞いて下さい。」など）

■■テレビ（字幕-手話放送） 

・ホワイトボード（設置型、携帯型） 

•補聴器用電池 等



資料2 — 5

平成27年度内閣府防災部門 予算案
（単位:百万円）

区 分
（主要事項名）

前年度 
予算額

27年度 
予算案

対前年 
增△減額

〇災害予防 714 928 214

実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進 97 203 106
防災を担う人材の育成、訓練の充実 150 156 6
社会全体としての事業継続体制の構築推進 62 51 △11
地域防災力の向上推進 35 49 14
防災ボランティア連携促進 21 20 △1
地震対策の推進 262 243 △19
火山災害対策の推進 56 101 45
土砂災害•水害等の災害時における避難対策等の推進 21 50 29
防災計画の充実のための取組推進 10 20 10
新たな国際的な防災政策の指針・枠組みの推進 一 34 34

〇災害応急対応 1,876 1,791 △ 85

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の成功に向けた首都 
直下地震対策等に係る取組推進

72 70 △ 2

災害対応業務標準化の推進 12 16 4
防災情報の収集・伝達機能の強化 346 317 △ 29
現地対策本部設置のための施設整備 7 71 64
中央防災無線網の整備・維持管理等 1,302 1,176 △126
立川・有明の丘・東扇島施設の維持管理等 137 141 4

〇災害復旧•復興 1,208 1,209 1

被災者支援・復興対策の推進 51 48 △ 3
避難所等の生活環境の整備のための被災者への情報提供等に 
係る調査•検討

15 20 5

被災者生活再建支援金補助金 600 600 〇

災害救助費等負担金 202 202 〇

災害弔慰金等負担金 140 140 〇

災害援護貸付金 200 200 〇

〇その他 672 680 8

国際関係経費 190 198 8
特定地震防災対策施設運営費補助金 251 251 〇

その他一般事務処理経費等 231 231 〇

合計 * 5,288 4,607 △ 681
（注）1.四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

2.前年度予算額の合計（・印）には、前年度限りの経費を含む。

※復興庁一括計上（東日本大農災分）として、被災者生活再建支援金補助金19 〇億円及び災害救助費等負担金等4 0 6億円
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実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進① 

平成2 7年度予算案 9 5百万円（一）《優先課題推進枠》

事業概要・目的

〇 地震•津波防災を国民運動へ展開するために、「津波防災の日（11月5日）」 
を中心に、地域住民を対象にした津波防災訓練を実施するとともに、訓練事例 

集の整備等を行う。

事業イメージ•具体例

訓練事例集整備

訓練実施の参考となるような優良事例を収集

期待される効果

〇多数かつ多様な主体が参加する訓練の実施による防災意識の向上 

〇地震•津波防災の国民運動への展開
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実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進② 

平成27年度予算案 10 8百万円（97百万円）《優先課題推進枠》

国民の実践的な防災行動定着のため、知 

識だけでなく態度の「教育」、防災に関する 

「情報」の整理統合、「モチベーション（動 

松_」向上のための取組が重要であるとの認 

識のもと、以下の施策を展開する。

〇教育~共有デジタルコンテンツの 

作成と体験型教育
A様々な主体による既存の防災に関する取 

組を参考にし、共有デジタルコンテンツを 
開弃オる。
A防災関連7）記念日を活用し、津波避難を 

始め具体的な災害対策について、国民自 

らが考えるきっかけとなるような広報イベ 

ント等を実施する。

〇情報~防災関連1・報のポータルサイトの 
運営強化

a 26年度に開設する防災に関する総合 

ポータルサイトを通じて、情報を継続的 

に収集・発信するとともに、防災に関する 

人材のマッチング機能を強化する。

〇動機~昉災リーダーの育成とモチベー 

ション向上

A国民に対する普及啓発のハブとなる人 

材を選出し、優良事例の共有、連携等の 

促進などを行う防災リーダーの集いを実 

施し、防災リーダーの育成とモチベー 

ションの向上を図る。

A広く国民から防災を啓発するアイデアを 

募集し、表彰することにより、国民自らが 

防災について考える機会を提供する。

津波防災イ

ベント
国民が津波避難 

等具体的な災害 

対策について考え 

る機会の提供

共有デジタル 

コンテンツ 
多様な主体が自由 

に活用できるデジタ 

ルコンテンツを開発・ 

運用

情報 

格納

「募集 

I告知

アの表彰
防災について考える機 

会の提供

ポータルサイト
〇防災リーダーの参考となる情報を収集•発信 

〇防災リーダー同士の情報交換・連携を促進

・情報の更新、 

交流の促進 

によるサイト 

の活性化

・普及啓発の 

補助ツール

■恒常的な情 

報交換の場

防災リーダーの集い
〇モチベーション向上のための表彰 

〇全国の優良事例の共有と連携の促進

期待される効果

）国民一人一人の実劉 

る。

C 壬的な防災行動が定着し、国全体の防災力の向上が期待され



防災を担う人材の育成.訓練の充実① 

平成27年度予算案 13 2日方円（13 2百万円）

事業概要・目的

「危機事態に迅速・的確に対応できる人」、「国・地方のネットワークを形成 

できる人」を育成するために、国や地方公共団体の職員等に対する研修を行う。

また、人材育成の方法等についての検討会を開催するとともに、標準テキスト 

の作成など、体系的な人材の育成を実施する。

事業イメージ•具体例

〇 地方公共団体等の職員に対して、内閣府防災でOJT研修や防災に関する研 

修を行う。

〇国・地方公共団体の職員等に対して、有明の丘基幹的広域防災拠点を活 

用した研修や、各地域へ出向いた研修を行う。

〇 災害対応に関する人材育成の方法等についての検討会を開催するととも 

に、「標準テキスト」の整備や、インターネットを通じて研修を受講できる 

システムの検討など、防災人材の育成について総合的に検討、実施する。

期待される効果

【平成2 6年度からの変更点】

〇 防災活動に取り組む上で学んでおくべき能力についてまとめられ、それ 

に基づいて研修を組み立てることができる「標準テキスト」について、講義 

等で活用する解説書の整備などを行う〇

〇 インターネットを通じて研修を受講できるシステムや人的ネットワーク 

の形成など、様々な手段を組み合わせた体系的な人材の育成について、検討 

する。

〇 国及び地方において防災のスペシャリストとなる人材が育成され、災害対応 

能力が向上する。

〇 研修等を通じて職員間のネットワークが構築され、国•地方公共団体及び地 

方公共団体相互が緊密に連携した広域的な災害対応が可能となる。



地域防災力の向上推進

平成27年度予算案 49百万円（35百万円）

事業概要・目的 -------------------------------------

〇住民や多様な主体の「自助」・「共助」の精神に基づく防災活動は、地域防災 

力の向上の観点から極めて重要である。

〇南海トラフ地震等の大規模広域災害等が発生した場合、住民の避難、避難所の 

開設・運営等については、「公助」と連携しつつ、地域コミュニティが自ら計 

画的に行える体制づくりが喫緊の課題となっている。

〇このため、平成25年の災害対策基本法改正において、地域における防災力を高 

めるため、地域コミュニティの住民及び事業者による防災活動に関する計画で 

ある「地区防災計画制度」が創設され、平成26年4月より施行されたところ。

〇同制度の全国展開を図るため、平成27年度は、全国から20地区程度を選定して、 

地区防災計画の作成支援等を行い、それらの事例を広く PRし、制度の普及啓発 

を図る（平成26年度から28年度で、47都道府県全てで1つ以上の地区を選定）〇 

〇同制度の市町村向けの普及啓発を図る。

事業イメージ•具体例

国

▲ ・僵良事例に関する1W報の収集ヽ
$ 提供等

都道府県

地区防災計画の作成 

（災対法42条］1、

42条の2）

・制度の普及促進、計画の 

策定状況の取りまとめ等

——

・地区防災計画の素案作成 

,計画提案

八
・計画提案を踏まえ、市町村地域 

防災計画に地区防災計画を定め 

る必要があるか判断

・必要があると判断した場合、 

市町村地域防災計画に地区防災 

計画を規定

期待される効果

〇「自助」-「共助」の精神に基づく、地域コミュニティによる地域防災力の向 

上を推進。



防災ボランティア連携促進 

平成27年度予算案 2 〇百万円（21百万円）

事業概要・目的

〇 東日本大震災では、日頃より防災ボランティア活動を行っているNPO等民間 

団体が、積極的な支援活動を行ったものの、支援すべき地域が極めて広大で 

あったため、十分に被災地をカバーすることができず、団体間での効果的な連 

携もできなかった。また、これらの団体と被災時に災害ボランティアセンター等を 

通じて活動を行う一般的なボランティアとの連携についても大きな課題を残した。

〇大規模災害時における防災ボランティアの活動を総合的に推進するため、日 

頃より防災活動を行っているNPO等民間団体に加え、災害時に災害ボランティ 

アセンター等を通じて活動を行う一般的なボランティアを含めた広域連携対策を 

まとめる。

r事業イメージ•具体例

東日本大震災における災害ボランティアセンター等を通じた一般的なボラ 

ンティアの活動実態を把握するとともに、平成26年度までに調査したNPO等 

民間団体の活動実態と合わせ、大規模災害時の防災ボランティア活動のシ 

ミュレーション構築を行い、広域連携対策をまとめる。

〇 陀災杀テ:テセアあ冬莹健進

日頃より防災ボランティア活動を行っている有識者や活動者を対象とした 

「防災ボランティア活動検討会」と、災害時に活動を行う一般的なボランティ 

アを対象とした「防災とボランティアのつどい」を合同開催し、防災活動の専 

門家から一般的なボランティアまで、防災ボランティア活動に関心を持つ 

人々が広く集まり、意見交換、発表会等その活動の裾野を広げる取組を行う。

期待される効果

〇首都直下地震、南海トラフ地震等の大規模災害に備え、日頃から防災活動を 

行っているNPO等民間団体から災害時に活動を行う一般的なボランティアまで、 
広域連携対策をまとめることにより、防災ボランティア活動の総合的な推進が図 

られる。

〇 防災活動の専門家から一般的なボランティアまで、防災ボランティア活動の裾 

野が広がる。



資料2-6

盲ろう者向け通訳。介助員派遣事業の実施状況について 

（平成25年度末現在）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

io
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

952 4962
※東京都、和歌山県、広島県、山口県は特別支援事業の「盲ろう者社会参加等促進事業」により実施。

都道府県
派遣対象 

盲ろう者数
通訳•介助員数

介助員に対する 
手当額

利用時間の上限

北海道 6 92 1,000円/時有（240時間/年）

青森県 2 17 2, 500円/時

岩手県 12 129 1,530円/時

宮城県 11 77 - 1,200 円/睹有（240時間/年）

秋田県 9 21 1,000円/時有（240時間/年）

山形県 6 40 1,500円/時

福島県 12 74 1,600円/時有（8時間/日）

茨城県 7 40 1,670円/時有（10時間/回）

栃木県 10 55 1,500円/時

群馬県 13 68 1,660円/時

1,830円/時（早朝等）
有（240時間/年）

埼玉県 36 112 1,470円/時有（400時間/年）

千葉県 28 148 1,660円/時

東京都 120 450 1,500円/時 有
※予算の範囲内で委託団体が上限設定。

神奈川県 53 290 1,550円/時（8時〜18時）
1,930円/時（上記以外）

新潟県 24 130 1,300円/時有（240時間/年）

富山県 2 37 1,320円/時

石川県 10 96 1,960円/時
福井県 19 27 1,670円/時有（240時間/年）

山梨県 6 51 1,500円/時有（8時間/日）

長野県 5 37 1,530円/時 有
※予算の範囲内で

岐阜県 13 104 1,300円/時有（240時間/年）

静岡県 33 153 1,530円/時
愛知県 33 113 1,350円/時有（600時間/年）

三重県 12 68 1,500円/時有（240時間/年）
滋賀県 21 120 1,470円/時有（20時間/月）
京都府 29 312 1,500円/時
夫阪府 104 328 1,450円/時有（1080時間/年）
兵庫県 44 147 1,190円/時
奈良県 8 37 1,000 円/6寺
和歌山県 20 91 2,100円/時有（240時間/年）
鳥取県 .8 94 2, 500円/時有（240時間/年）
島根県 22 ■135 1,670円/時有（240時間/年）
岡山県 11 116 1,500円/時有（8時間/回）
広島県 28 217 1,700円/時有（240時間/年）
山口県 18 115 1,430円/時有（240時間/年）
徳島県 9 55 1,500円/時有（240時間/年）
香川県 10 116 800円/睹有（144時間/年）
愛媛県 12 112 1,400円/睹有（240時間/年）
高知県 6 49 1,670円/時
福岡県 25 56 1,200円/睹

佐賀県 4 30 4, 000円/日

長崎県 27 182 4, 000円/回
熊本県 15 38 1,530円/時
大分県 7 58 1,530円/時有（240時間/年）
宮崎県 6 15 1,600円/時有（8時間/日）
鹿児島県 14 26 1,510円/時有（200時間/年）
沖縄県 22 84 1,540円/時有（240時間/年）

（出典）平成25年度地域生活支援事業費補助金実績報告
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6
6

対

象

事

業

■ WV " _Jh ** M：
L-itfcAI6«i ■^FftHLw^'WrSfe Sty I lSliJ J

〇障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会中間とりまとめ（平成25年&月26日）を踏まえ、芸術活動を行う障害者及びその家 
族並びに福祉事業所等で障害者の芸術活動（探）の支援を行う者を支援するモデル事業を実施し、その成果を普及することにより障害者 

の芸術活動の支援を推進: •> うち、匕臣、住をm二乏壬矣お営

1.対象事業-補助基準額・補助率

11,000千円以内

（3）調査•発掘、評価・発信
（任意事業）

1

美術活動に取り組む障害者や
一 ・一f\ 

事業実施計画やその進拶状況 学芸員と実盘壬％が進簇して、
その家族、戈援考にヌ「する.文援 の確認、事業実施の協力を行う 作品と制作する障害者の調查•
を推進するため、璋吾者による 協力委昊去を二厂. 発掘を行い、尊即冢による評価
美社汪旬への支援方法や著作権 〈構成員〉 ^ 委員会で評価し、企画展により
保護に関する相談への対応、美 •実施団体の代表 発信する一連のプロセスを実施
術活動を支援する人®の育或、 ・都道府県の障害福祉担当職
関係者のネットワークづくりや M・文化去层当識覧
展示会の開催を行うことを目的 •毬害者の美號活蓼を支援す
として設養

^ ノ

る福祉事業所が加盟する団 

体の代表

•学M負、广護士など ，

（1）及び（2）の事業を実施

（4）モデル事業連携爭務局の 
設置 （任意事業）

モデル事業連携事務局を設置 

し、次の爭类をUう。

ア.実施団体間の連絡調整、連 

絡会議の企画、モデル事業全 

体の成果報告のとりまとめ

イ.実施団体間の情報共有、意 

見交換を行うための連絡会議 

を設置

探（1）〜（3）までの事業を全て 

行う実施団体の二から1団体を選定

・
補
助
基
準
額
一

（1）、（2）及び（3）の事業を実施 15,000千円以内

【補助率］

定額（対象経費の10Z10）

（1）、（2）、 （3）及び（4）の事業を実施 23,000千円以内

-2.モデル爭業の実施団体の選定の流れ
也” ぎ ............................ :

-各都道府県が推進してきた団体の事業内容について、外部有識者 

から構成されるf評価委員会』において総合的な評価を行い、予 

算の範囲内で実施団体を決定

厚生労働省咚
（事業応募）

（評価依頼）
A

（評価） 

!評価委員会］

（推薦）

事業実施団体

（推薦依頼）/ L

------J都道府県 r

(
»

逶2
 
— 7
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(資料2 — 8)

阳なでもご利用肺自1るバ师フリ虫公営施設です。
支援学校ゆ障害者施設などの研修や旅行、レクリエーション等のご利用に最適です。

宿泊室
（研修室）

車いすでの移動にも余裕のある広い室内。洋室・和室・和洋室なと、:.塚大2 ・中2 •小2の計6室かあり、 

全35室がバリアフリー対応なのて、安全て快適なこ滞在か可能てす。 :ね入数字途によりお還史吁たけますー’

a列）シンク'丿レ利!用の場合:一刃殳6000円0章岂4800円 b h八-ティ-会場に迄とうそ’

竺二迟炖.

しストランぐらん。多目的ホール

車いすでのご利用はも芍ろん、点字メニューもあり、健康や栄養バランス;; 

を考慮したメニューか充実.ソフトミール対疝も好評です。 _

r約1.5〇〇人収容可能なハリアフリー

■ ・仕様のホール。

L:展示会からコンサートまて無広い.

0イベントに対应。 ・

容ビコロ:"
‘つ 国際障害者交流センター

□昶^

(tel) 07 2 -290-0900 (fax) 072-290-0920
(e-mail) front@big-i.jp (ホームページ)http://www.big-i.jp/
T590-0115大阪府堺市南区茶山台1-8-1（泉北高速鉄道泉ヶ丘駅200m）

一68—



国際障害者交流センター（ビッグ“アイ）の主催事業（案内）

（開催日が決まっているものについて掲載。随時ホームページで案内します。）

開催日 内容

①PHAMALY来日公演 ミュージカル「The 
Fantasticks」

2015 年 3 月 29 日(B)
14:00 〜!6：00

障がいある役者によって演じら 

れるアメリカのミュージカル劇 

団「PHAMALY」がお送りする世界 

最長ロングランミュージカル

「ファンタスティックス」

②ビッグ■アイステージ 

万作の会狂言

「バリアフリー狂言でござる」

2015年4月4日（土）

14；00 〜!5:30
誰も楽しめる古典芸能!鑑賞サ 

ポート付「狂言」

演者:野村萬斎他

演目:「六地蔵（ろくじぞう）」

「附子（ぶす）」

③ビッグ■アイアートプロジェクト入 

選作品展共振x響心
東京会場 Bunkamura Box Gal lery

2015年5月1日（金）〜

5月10日（日）

2014年公募展の入選作品50点 

を展示

④ビッグ・アイ アートプロジェクト入 

選作品展共振x響心
横浜会場

障害者スポーツ文化センター横浜ラポ 

ール

2015年5月13日（水）

〜5月18日（月）

2014年公募展の入選作品50点 

を展示

※いずれも無料です。

※①②手話通訳/要約筆記（日本語字幕）/音声補聴/音声ガイド/車いす鑑賞スペース/補助犬同

伴スペース ※本編は字幕で表示します。（手話通訳はありません。）

※詳細はビ・デアイ1のホームページでご覧いただけます。

※①②については、事前申込の締切は過ぎていますが、視察としてご鑑賞いただける座席を設けてお 

ります。ご希望の方は下記まで「視察希望」としてお申込み下さい。なお、座席には限りがあります 

ので、満席になり次第、締め切りとなります。

国際障害者交流センター（ビッグ・アイ） 事業企画課

〒590-0115大阪府堺市南区茶山台1— 8—1
TEL : 072-290-0962
FAX : 072-290-0972

E-mail:infb@big-i.jp

一 69 -



資料2-9
手話通訳技能認定試験都道府県別合格者数

（単位:人）

都道府県名
第26回試験

都道府県名
第26回試験

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数

北海道 2 〇 2 滋賀県 11 〇

青森県 1 2 〇 京都府 2 〇 〇

岩手県 2 〇 大阪府 6 1 11
宮城県 3 〇 兵庫県 4 3 4
秋田県 1 〇 奈良県 7 2
山形県 3 1 和歌山県 1 6 2
福島県 1 4 〇 鳥取県 8 〇

茨城県 ! 〇 1 島根県 2 1
栃木県 8 1 岡山県 8 1
群馬県 8 1 広島県 2 2 7
埼玉県 7 8 1 3 山口県 ! 〇 〇

千葉県 3 1 9 徳島県 4 〇

東京都 2 2 8 1 9 香川県 7 3
神奈川県 7 8 6 愛媛県 1 6 〇

新潟県 2 〇 5 高知県 〇 〇

富山県 3 1 福岡県 3 4 1
石川県 1 3 1 佐賀県 4 〇

福井県 3 1 長崎県 8 〇

山梨県 5 〇 熊本県 1 3 〇

長野県 8 1 大分県 7 〇

岐阜県 4 〇 宮崎県 9 〇

静岡県 2 7 3 鹿児島県 1 5 1
愛知県 3 1 5 沖縄県 1 4 3
三重県 7 〇 合計 9 5 6 10 6

・上記の合格者数は、合格発表日現在の住所による数である。 

-上記には政令指定都市在住者の数を含む。

〔再掲〕政令指定都市別受験者数•合格者数 （単位:人）

都道府県名
第26回試験

都道府県名
第26回試験

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数

札幌市 5 1 名古屋市 1 2 3
仙台市 1 〇 京都市 9 〇

さいたま市 6 2 大阪市 1 5 3
千葉市 6 2 堺 市 8 〇

横浜市 4 3 5 神戸市 1 7 1
川崎市 6 〇 岡山市 2 〇

相模原市 3 〇 広島市 7 3
新潟市 6 〇 北九州市 4 〇

静岡市 3 1 福岡市 4 〇

浜松市 3 〇 熊本市 7 〇

合計 17 1 2 1

-7〇・
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身体障害者補助犬法の概要

I

（平成14年5月29日法律第49号） 

第一章総則

-【目的】良質な身体障害者補助犬の育成、身体障害者補助犬使用者の施設利用の円滑化 

身体障害者の自立及び社会参加

ー【定義】補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の定義

第二章身体障害者補助犬の訓練

ー【訓練事業者の義務】良質な身体障害者補助犬の育成義務、医療機関等との連携義務、再訓練の実施義務

第三章身体障害者補助犬の使用に係る適格性

-【補助犬使用者の義務】使用者は身体障害者補助犬の行動を適切に管理

第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等

ー【補助犬同伴拒否の禁止】国等、公共交通事業者等、不特定かつ多数の者が利用する施設における同伴拒否の禁止

-【被雇用者の補助犬同伴拒否の禁止】政令で定める規模の民間企業における同伴拒否の禁止

-【やむを得ない場合の同伴拒否】施設等に著しい損害を与える場合等、やむを得ず同伴拒否を認める規定

ー【表示】補助犬である旨の表示義務

第五章身体障害者補助犬に関する認定等 ※盲導犬については、当分の間、第五章の規定は適用されない（附則第2条）。

ー【法人の指定】厚生労働大臣による「認定の業務を行う」法人の指定

ー【法人の業務】身体障害者補助犬とするため育成された犬の認定

第六章身体障害者補助犬の衛生の確保等

ー【身体障害者補助犬の衛生確保】補助犬使用者の予防接種、健診等の受診義務

第七章雑則

ー【苦情窓口設置】都道府県、指定都市、中核市における苦情窓口の設置※1

第ハ章罰則

ー【罰則規定】指定法人に対し、厚生労働大臣への虚偽報告等に対する罰則

✓--------------------------------------- ヽ、
!〇施行日 平成14年10月1日 |

;〇一部改正 平成19年12月5日 !

! 施行日:平成20年4月1日（※门 !

\ 施行日:平成20年10月1日欲2） ノ



厚生労働省ホームページ

いろんな場所で会おうね。

〇 「身体障害者補助犬法」

を知っていますか?

・関係法令などを掲載してい 

ます。

はしょ木I冃報
・補助犬の実働頭数や訓練事 

業所等の情報を掲載してい 

ます。

ほじょ犬ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/index.html
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i

身体障害者補助犬法広報ツール

Welcome

Service Dogs Welcome! 
法律により盲導犬•介助犬• 

聴導犬は同伴できます 
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「障害者週間」身体障害者補助犬普及啓発イベント（ネ既要）

〇目的 日頃、障害者問題に関心のない一般市民に対し、『身体障害者補助犬法』の周知を図り、正しい理 

解を促すことで、補助犬を同伴する身体障害者の更なる自立と社会参加に寄与する事を目的とする。 
また、実際の障害者の話を聞くことで、障害者問題を考えるきっかけ作りとする。

I 
注

I

日時 場所 テーマ 内容

平成18年度 12月4日

有楽町マリオン11F 
有楽町朝日スクエア

身体障害者補助犬ってなあ 

に?

介助犬訓練士との対談、や身体障害者補助犬 

のデモンストレーションなど、参加者の方が 

体験できる催しを実施

平成19年度 12月4日

見て、聞いて、体験して、よ 

くわかる補助犬〜身体障害 

者I5甫助犬を知っています 

か?
盲導犬•介助犬・聴導犬それぞれのデモンス 

トレーションを実施

平成20年度 12月3日

ららぽ一と横浜

（横浜市都筑区）

身体障害者補助犬法ってな 

んだろう?
平成21年度 12月4日

盲導犬•介助犬・聴導犬それぞれのデモンス 

トレーション実施、補助犬使用者による 

クショー

平成22年度 12月4日

平成23年度 12月4日

身体障害者補助犬法って 

なあに?

平成24年度
9月30日

（1日2回ステーシ、'）

12月2日
（1日2回ステーシ、'）

ららぽーと甲子園 

（兵庫県尼崎市）

ららぽ一と横浜 

（横浜市都筑区）

平成25年度
9月29日

（1日2回ステ-シ、'）

12月7日
（1日2回ステーシ、'）

ららぽーと甲子園 

（兵庫県尼崎市）

ららぽ一と横浜

（横浜市都筑区）

平成26年度

9月28日
（1日2回ステーシ、'）

12月6日
（1日2回ステーシ、'）

ららぽ一と甲子園 

（兵庫県尼崎市）

ららぽ一と横浜 

（横浜市都筑区）



政府広報関係の取りくみ

政府インターネットテレビ

平成22年3月18日 ご理解ください!身体障害者補助犬法

平成24年6月21日 徳光&木佐の知りたいニッポン!
〜身体に障がいのある方のパートナー〜 

ほじょ犬との接し方

政府広報ラジオ

平成26年5月17 •18B Weeklyニッポン!！ （FMラジオ）
政府広報「補助犬をのことをもっと知ってください」

音声広報CD

平成23年7月発行 音声広報CD「明日への声」 Vol.20
「身体障害者1^甫助犬のことを知っていますか?」



身体障害者補助犬実働頭数の推移

目導犬 介助犬•聴導犬

I 
I

（頭） （頭）

毎月初日における実働頭数を掲載（障害部自立支援振興室調べ）
探2 なお、盲導犬実働頭数については、社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会リハビ 

リテーション部会盲導犬委員会による年次報告書の値である。（H26.3.31現在）



（参考2）指定法人・訓練事業者の状況

（平成2 7年2月1日現在）

指定法人

iO身体障害者補助犬法第15条に基づく指定法人

! ・介助犬 ?法人

! • 聴導犬 6法人
i〇道路交通法施行令に基づく盲導犬訓練施設 11法人

訓練事業者

\ 〇介助犬訓練事業関係 24事業者

! 〇聴導犬訓練事業関係 20事業者
! 欲第二種社会福祉事業届出状況）
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障垂者の自立やど会参加を支援するためには、支援機器や技術開発の促進を図ることが必委不可欠であるが、瞳垂ぎの自立を支援する機器の開発 

〔実二为みヨ化）が進んでいない状況にある。こうしたことから、

ア）産・学・障害者の老識・技術を結集し、値別具俵的な嚏害者のニーズを的確に反映した機器開発をスタートさせる機会を設ける、

イ）開発中の機器について、ニーズ【こ合ったものとなっているか実証実験する場所を紹介する'

ウ）各KB-tMWが行う実用舲躺品化開発に要する費甫の一部を助成する

ことにより、機器開発分野への新たな参入促進を通じた適切な価格で瞳き誉が使いやすい機器の製品化・普及を図る。

シーズとニーズのマッチング 開発着手〜試作〜実証実験~製品化 製品の普及

—
7
9
—

《 

実

用

的

製

品

化

開

発

の

流

れ

》

開発者や研究者が持つ「シー入一と楚き当王者や福祉事 

業所の職員等力ヾ持つ「ニーズ」のマッチングを目的とした交 

流会を開催

移:ぎ当事者、家族 

程祉書業チの職員等 

切-..... ・變

開発企業、大学の研 

芳き、リハ研茂:「宰

U

《
助
成
対
象
》

実幾に權祉蜜羞を知 

戸等した上で、唸希の 

改善点や穆養に契する 

ニーズ等を開発側に伝 

える〇

福祉機器の展示•デ 

モンストレーシ::］ンのほ 
か、障害当事者との意 

見交換を実施。

エル:•旳’ういパ;H '!!JV : i\<X

•-シーズ"ニーズマッチング強化事業（H26-）
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《障害当事者・障害関係団体等》

実用的製畐化開発iこ要する賈用の肋成（補助率1/2）
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（資料2-12）

障害当事者のニーズを的確に捉えた 
支援機器開発のための

障害者官立支援機器 註

「シーズ@ニーズマッチング交流套j
~作る人と使う人の交流会~

開催日 

時間 

会場 

主催

平成27年3月6日（金）〜7日（±）

10：00-16：00
TOC有明コンベンションホール4階 

公益財団法人テクノエイド協会

く参加対象〉 J
1障害当事者、家族、研究者、 

i 専門職、障害団体、

,全ての支援機器開発企業等 

し・....... :.,■,一

※厚生労働省障害者自立支援機器等開発促進事業一般公開

障害当事者のニーズをより的確に捉えた支援機器開発の機会を創出すべく、シーズ•ニーズのマッチン 

グ交流会を開催いたします。交流会では、開発や改良等を行う機器の展示を行うとともに、障害当事者と 

企業・研究者、政府系の研究開発支援機関等が一堂に会し、体験や交流を通じて、良質な支援機器の開 

発、この分野への新規参入の促進を図ります。

開発企荣

開発企業

障，;当爭占

天埒占 障ヱ当拙占

推洒企壬

主な展示機器…会場で体驢や意見交換ができる機器

・肢体障害者の日常生活支援機器（車いす、杖など）

・視覚障害者の日常生活支援機器（色や明るさの識別機器など）

・聴覚障害者の日常生活支援機器（コミュニケーション支援機器など） 

•盲ろう者の日常生活支援機器（会話や意志伝達の支援機器など） 

・障害児の生活を豊かにする支援機器（衣服、理解向上のための機器など） 

その他たくさんの支援機器を展示します。

※展示機器のイメージ（必ずしも写真の機器が出展されるわけではありません｝
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プログ'ラム

・障害者団体ブース

障害に関する課題や現状を多くの人に知っていただけるよう、それぞれの団体の活動を紹介

参加団体（予定）

日本身体障害者団体連合会/全国脊髄損傷者連合会/日本ALS協会/日本盲人会連合/ろう・難聴教

育研究会/ろう教育を考える全国協議会/難聴児支援教材研究会/筑波技術大学/全国盲ろう者協会 

/全日本難聴者・中途失聴者団体連合会/ポリオの会/自閉症サポートセンター

•機器開発企業ブース ー

現在開発中や改良中の自立支援機器を紹介※厚生労働省障害者自立支援機器等開発促進事業一般公開

・開発支援機関ブース

NEDO（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）

Nに丁 （独立行政法人情報通信研究機構）

JST （科学技術振興機構）

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

厚生労働省自立支援振興室

■参加者

全ての支援機器開発企業、当事者、家族、研究者、専門職、障害団体等

・基調講演

「自立支援機器開発に対する期待と役割について」 

日本作業療法士協会会長中村春基

・基調報告

『3Dプリンタが拓く新たな支援機器デザインの可能性」 

国立障害者リハビリテーションセンター研究所

・ 硯川潤/中村隆/高嶋淳

❷現場幸艮土

[・自立支援機器を活用した活動と参加」 

NP〇法人自閉症サポートセンター松井宏昭 

NP〇法人チャレンジド•コミュニティ金井光一 

NP〇法人生活サポートみらい 石崎 洋子 

NP〇法人メッセージ花くじら石田眞

・シンポジウム

I■開発•市販化に向けての苦労話と成功事例」 

座長:国立障害者リハビリテーションセンター諏訪基

WESTホール 3月7日（土）

主催:国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

・ニーズ&アイディアフォーラム（NIF）
・支援機器利活用拡大シンポジウムー情報基盤構築で進めるイノベーション創出一

すべての講演•シンポジウムで 

要約筆記での通訳を行います。
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会場までのアクセス
国道357号綜一

一至 羽田 首者;1高速湾岸線 至千葉一

ー至大崎

武載野大学

晏の大椚

ホ亍ル 

トラスティ 

東京 

ベイサイド

ー至新橋

駐車場楝
倉庫楝8,仔」

消防署

っといは

アニヴェルセル 

页京ヘイ

一国道357号練

有明 

スタシオ

有明 

センタービル

西館 TFTビル 

東館

国際展示場正門•駅

ホテルサンルート

徒歩耳分看

センター 

フロムナート

国際展示場駅

は ="

イースト

フロムナート

宜几へイ ノ:. 1
有明ワシントンハークビノ

ホテル
せ現 

フロンテ"ア

ビル

有明セントラルタワー

T
＞明

［駅

東.5
!'
臨
海
広
反
防
災
公
を

pも汪ヱ会
'虽打:厂£

•u

1

あ

0 莫京国您展示逞 

:ビッグサイト，

徒歩ルート ^りんかい線の初電車から終電車の間は、通行することができますれ※土日はフ:〇〇〜22:0 〇まで］

TOC有明
住所 〒!35-0063東京都江東区有明3丁目5番7号
電話 03-5500-3535 URL http://www.toc-ariake.jp/

〈公共交通機関のご案内〉 2路線3駅の利用が'可能です。

•りんかい線国際展示場駅から徒歩3分
•ゆりかもめ国際展示場正門駅•有明駅から徒歩4分

〈車でお越しの場合〉

•首都高速湾岸線「有明」出口より約5分（新木場方面より）

・首都高速湾岸線「臨海副都心」出□より約5分（大井方面より）

・首都高速11号線「台場」出口より約5分（レインボーブリッジ方面より） 

〈駐車場のご案内〉

業務棟1〜5階と接続されている大規模自走式駐車場（有料）をご利用ください。

〈休憩スペース•身体障害者用トイレ〉

本交流会の会場となるコンベンションホール4階に設置しています。
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